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東日本大震災
■東日本大震災関連記事（2～ 3ぺージ参照）



広報あみ 5月号　2

ひがしにほんだいしんさい

東日本大震災

▲被災地の福島県に対して町議会・町内事業所・町民の皆
さまのご協力により、3月 19日に毛布・食料・飲料水・
日用品などの救援物資を届けました

町民の皆さまへ
この度の東日本大震災により、お亡くなりになられた方々に心からお悔やみ申し上げますとともに、被災された方々
に心からお見舞い申し上げます。
3月 11日午後 2時 46分ごろ発生した国内観測史上最大の地震は、阿見町においても震度 5強を観測し、被災直後
は電気や水道の供給が寸断されるとともに、道路や家屋などにも多くの被害が発生しました。
町では、震災後直ちに災害対策本部を設置し、被災情報の収集やライフラインの復旧、避難所の開設などに全力を
あげて対処するとともに、多くの関係者のご尽力により、被災地への救援物資輸送や給水車の派遣、東北方面からの
避難者の受け入れなどを行ってまいりました。
余震が続く中、原発事故の影響などにより、町民の皆さまには何かと不安な日々をお過ごしのことと思いますが、
正確な情報収集に努めていただき、落ち着いた行動をとっていただくとともに、節電・節水に心がけていただきますよ
うお願いいたします。
かつて経験したことのない事態に、町民の皆さまには大変ご迷惑をおかけしておりますが、町では 1日も早い完全
復旧を目指し、全力で取り組んでまいりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

阿見町長　　天田富司男

▲地震による水道水の断水に対処するため、給水車や防
火水槽を活用した給水所を設けました（写真：阿見小学
校）

●給水所の設置 ●被災地への救援物資輸送

▲地震発生直後の3月11日午後3時に、被災情報の収集
やライフラインの復旧などに対処するため、役場内に
災害対策本部を設置しました

▲地震発生に伴い町内に 6か所の避難所を開設し、3月
11 日は 249 人の人が各避難所に一時避難されました
（写真：阿見小学校体育館）

●災害対策本部の設置 ●避難所の開設



■
地
震
の
概
要

3
月
11
日
午
後
2
時
46
分
ご
ろ
に

三
陸
沖
を
震
源
と
す
る
マ
グ
ニ
チ
ュ

ー
ド
9
・
0
の
巨
大
地
震
が
発
生
し

ま
し
た
。
こ
の
地
震
に
よ
り
、
阿
見

町
に
お
い
て
も
震
度
5
強
の
強
い
揺

れ
を
観
測
し
ま
し
た
。

●
町
内
に
お
け
る
主
な
被
災
状
況

■
東
北
方
面
か
ら
の
避
難
者

の
受
け
入
れ
に
つ
い
て

東
北
方
面
か
ら
の
避
難
者
に
対
し

て
、
福
祉
セ
ン
タ
ー
ま
ほ
ろ
ば
を
避

難
所
と
し
て
受
入
れ
て
い
ま
す
。

▼
受
入
人
数　

50
人
程
度
（
家
族
単

位
で
受
付
）

▼
受
付
時
間　

午
前
9
時
～
午
後

5
時

3　人と自然がつくる楽しいまちーあみ

ひがしにほんだいしんさい

に
準
じ
て
、
全
壊
・
流
出
・
半
壊
・

床
上
浸
水・床
下
浸
水・そ
の
他
（
一

部
損
壊
（
外
壁
の
損
傷
））
の
6
段

階
で
証
明
し
ま
す
。
半
壊
・
全
壊

に
つ
い
て
は
、
町
が
被
害
状
況
を

現
地
調
査
し
て
判
定
し
、
そ
の
後

に
証
明
書
を
発
行
し
ま
す
。
り
災

し
た
家
屋
等
が
危
険
な
場
合
は
、

撤
去
ま
た
は
改
修
を
進
め
て
も
結

構
で
す
が
、
作
業
開
始
前
お
よ
び

作
業
中
の
写
真
を
残
す
よ
う
に
お

願
い
い
た
し
ま
す

問
合
せ　

総
務
課
☎
8
8
8
ー

1
1
1
1
（
2
1
5
）

■
農
家
の
皆
さ
ま
へ

今
回
の
震
災
に
よ
る
農
産
物
・
畜

産
物
被
害
へ
の
補
償
に
つ
い
て
は
、

現
時
点
（
4
月
13
日
現
在
）
で
は
確

定
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
今
後
、
東

京
電
力
や
国
に
よ
る
補
償
の
方
法
が

確
定
し
た
際
に
は
関
係
書
類
が
必
要

に
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。
品

目
・
生
産
記
録
・
出
荷
記
録
・
数
量
・
金

額
な
ど
が
分
か
る
も
の
を
保
存
、
ま

た
は
写
真
等
を
記
録
く
だ
さ
い
ま
す

よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

問
合
せ　

農
業
振
興
課
☎
8
8
8
ー

1
1
1
1
（
1
8
3
）

■
特
定
非
常
災
害
の
指
定
に

伴
う
措
置
に
つ
い
て

今
回
の
地
震
に
よ
る
災
害
は
、
特

定
非
常
災
害
特
別
措
置
法
に
基
づ
く

「
特
定
非
常
災
害
」
に
指
定
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
次
の
措
置
が

講
じ
ら
れ
ま
す
。

▼
国
の
許
認
可
等
の
存
続
期
間
（
有

効
期
間
）
の
延
長　

一
定
の
地
域

（
阿
見
町
が
含
ま
れ
ま
す
）
の
人

を
対
象
に
、
運
転
免
許
な
ど
の
許

認
可
等
（
平
成
23
年
3
月
11
日
以

後
に
満
了
す
る
も
の
）に
つ
い
て
、

存
続
期
間
（
有
効
期
間
）
が
原
則

と
し
て
平
成
23
年
8
月
31
日
ま
で

延
長
さ
れ
ま
す

▼
期
限
内
に
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
国

に
対
す
る
届
出
等
の
義
務
の
一
定

期
間
の
猶
予　

法
令
に
基
づ
く
届

出
等
の
義
務
が
、
本
来
の
期
限
ま

で
に
履
行
で
き
な
か
っ
た
場
合
で

あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
特
定
非
常
災

害
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
平
成
23
年

6
月
30
日
ま
で
に
履
行
す
れ
ば
、

行
政
上
お
よ
び
刑
事
上
の
責
任
を

問
わ
れ
ま
せ
ん

▼
措
置
の
詳
細
に
つ
い
て　

措
置
の

対
象
や
手
続
き
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
許
認
可
等
の
更
新
手
続
き
を

行
う
国
の
担
当
窓
口
や
法
令
に
基

づ
く
届
出
等
の
担
当
窓
口
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。
な
お
，
延
長
の
対

象
と
な
る
国
の
許
認
可
等
に
つ
い

て
は
，
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も

一
覧
を
掲
載
し
て
い
ま
す

問
合
せ　

総
務
課
☎
8
8
8
ー

1
1
1
1
（
2
1
4
）

こ
れ
に
伴
い
、
ま
ほ
ろ
ば
の
利
用
は

入
浴
だ
け
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

入
浴
の
時
間
は
、
町
民
の
人
が
午

前
11
時
～
午
後
2
時
ま
で
、
東
北
方

面
か
ら
の
避
難
者
が
午
後
3
時
～
午

後
7
時
ま
で
と
な
り
ま
す
。

問
合
せ　

福
祉
セ
ン
タ
ー
ま
ほ
ろ
ば

☎
8
8
7
ー

3
9
6
9

■
り
災
証
明
書
の
交
付
に
つ

い
て

▼
り
災
証
明
書
と
は　

災
害
に
よ
り

建
物
な
ど
に
被
害
が
生
じ
た
こ
と

を
証
明
す
る
も
の
で
、
公
的
な
支

援
お
よ
び
損
害
保
険
な
ど
の
支
払

い
を
受
け
る
場
合
や
勤
務
先
な
ど

へ
提
出
す
る
た
め
に
そ
の
被
害
を

証
明
す
る
も
の
で
す
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の　

り
災
証
明

申
請
書
（
総
務
課
に
備
え
て
あ
り

ま
す
）・
印
鑑（
認
印
可
）・
写
真（
全

体
写
真
1
枚
、
証
明
が
必
要
と
な

る
損
壊
箇
所
の
写
真
数
枚
）

▼
料
金　

無
料

▼
申
請
で
き
る
人　

り
災
を
受
け
た

所
有
者
・
使
用
者
等

▼
留
意
事
項　

証
明
す
る
被
害
の
程

度
は
、
内
閣
府
の
被
害
認
定
基
準

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

Informa
tion

Informa
tion

■
小
中
学
生
の
就
学
に
つ
い
て

本
町
で
の
避
難
生
活
が
長
く
な
る

人
で
小
中
学
校
へ
就
学
を
希
望
す
る

人
は
、
町
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

に
お
い
て
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

問
合
せ　

学
校
教
育
課
☎
8
8
8
ー

1
1
1
1
（
3
2
2
）

■
原
発
事
故
に
伴
う
放
射
線

の
影
響

今
回
の
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子

力
発
電
所
の
事
故
に
伴
う
、
茨
城
県

内
で
の
放
射
線
の
影
響
に
つ
き
ま
し

て
は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
何
ら

か
の
行
動
が
必
要
と
さ
れ
る
レ
ベ
ル

の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
冷

静
に
行
動
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

▼
原
子
力
災
害
で
の
健
康
相
談　

健

康
相
談
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン（
午
前
10

時
～
午
後
9
時
、
平
日
・
土
日
）

☎
0
1
2
0
ー

7
5
5
ー

1
9
9

▼
食
品
お
よ
び
飲
料
水
の
安
全
に
関

す
る
ご
相
談　

▼
土
浦
保
健
所

（
午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
15

分
、
平
日
の
み
）☎
8
2
1
ー

5
3
4
2
▼
県
生
活
衛
生
課（
午

前
8
時
30
分
～
午
後
8
時
、
平

日
・
土
日
）☎
0
2
9
ー

3
0
1
ー

3
4
2
4（
食
品
）・
0
2
9
ー

3
0
1
ー

3
4
3
1（
飲
料
水
）

▼
農
産
物
の
安
全
に
関
す
る
ご
相
談

県
農
政
企
画
課（
午
前
8
時
30
分

～
午
後
8
時
、
平
日
・
土
日
）☎

0
2
9
ー

3
0
1
ー

3
8
4
4

被害の種別 件　数

人的被害（軽傷） 1

家屋被害 1675

ブロック塀等被害 531

道路等被害 66

水道管被害 14



これからのまちづくり

0
・
５
％
減
の
緊
縮
予
算

●
町
政
運
営
に
当
た
っ
て
の
基

本
的
な
考
え
方

私
が
昨
年
3
月
に
阿
見
町
長
に
就

任
し
て
以
来
、
早
い
も
の
で
一
年
が

経
過
し
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。

私
は
こ
の
間
、
ま
ち
づ
く
り
の
基

本
は
「
町
民
の
良
識
が
町
政
の
常
識

で
あ
る
」
と
の
理
念
に
立
ち
、「
笑
顔

の
あ
ふ
れ
る
ま
ち
づ
く
り
」
の
た
め
、

町
民
の
皆
さ
ま
に
お
約
束
し
た
4
つ

の
誓
い
と
18
の
約
束
を
推
進
す
べ

く
、
政
策
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

お
陰
を
も
ち
ま
し
て
、
小
学
校
6

年
生
ま
で
の
医
療
費
の
無
料
化
や
デ

マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
の
運
行
な
ど
、
少

し
ず
つ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
政
策
実

現
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。

本
町
の
財
政
状
況
に
つ
き
ま
し
て

は
、
歳
入
面
で
は
、
企
業
業
績
回
復

の
兆
し
が
見
え
、
法
人
町
民
税
の
微

増
は
期
待
で
き
る
も
の
の
、
個
人
所

得
の
回
復
の
遅
れ
に
よ
る
個
人
町
民

税
の
減
収
等
に
よ
り
、
一
般
財
源
総

額
で
は
減
少
す
る
な
ど
厳
し
い
状
況

に
あ
り
ま
す
。
歳
出
面
で
は
、
扶
助

費
や
社
会
保
障
関
係
の
特
別
会
計
へ

の
繰
出
金
が
毎
年
増
加
と
な
る
な

ど
、
大
き
な
財
政
負
担
と
な
っ
て
き

て
お
り
ま
す
。

一
般
会
計

前
年
度
比

こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
き
ま
し
て

も
、
地
方
自
治
体
に
は
、
少
子
高
齢

化
に
対
応
し
た
地
域
福
祉
の
充
実
や

環
境
問
題
へ
の
対
応
、
新
た
な
時
代

に
ふ
さ
わ
し
い
活
力
あ
る
地
域
づ
く

り
の
推
進
、
住
民
生
活
に
密
着
し
た

イ
ン
フ
ラ
の
整
備
な
ど
、
増
大
・
多
様

化
す
る
行
政
需
要
に
適
切
に
対
応
す

る
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
て
お
り
、

新
た
な
視
点
で
の
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
引
き
続

き
行
財
政
改
革
を
進
め
、
限
ら
れ
た

財
源
の
有
効
活
用
に
努
め
な
が
ら
、

優
先
度
の
高
い
事
業
か
ら
着
実
に
実

施
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
。

❶
み
ん
な
の
声
が
活い

き
る
ま
ち
づ

く
り

町
民
の
声
を
着
実
に
反
映
し
活
か

す
こ
と
の
で
き
る
「
協
働
の
ま
ち
づ

く
り
」
を
目
指
す
た
め
、
町
民
と
行

政
が
相
互
の
理
解
と
信
頼
の
も
と
、

目
的
意
識
を
共
有
し
て
地
域
の
課
題

等
に
取
り
組
む
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

活
動
や
町
民
活
動
に
つ
い
て
積
極
的

に
推
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
活
動
を
効
率
的
に
進
め

る
た
め
、
町
民
活
動
セ
ン
タ
ー
が
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
等
の
拠
点
と
な

り
、
町
内
に
あ
る
既
存
団
体
の
情
報

の
一
元
化
を
図
る
と
と
も
に
、

N
P
O
法
人
な
ら
び
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
団
体
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
コ
ー
デ

ィ
ネ
ー
ト
機
能
の
充
実
を
図
っ
て
ま

い
り
ま
す
。

ま
た
、「
住
民
が
主
人
公
の
町
政
」

を
実
現
す
る
た
め
、
町
民
の
皆
さ
ま

か
ら
、
直
接
、
町
政
に
対
す
る
ご
意

見
や
提
言
な
ど
を
い
た
だ
く
広
聴
会

を
実
施
し
、「
町
民
参
加
」
と
い
う

言
葉
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
町
民
自

身
が
町
の
施
策
や
運
営
に
関
わ
る
シ

ス
テ
ム
を
つ
く
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

❷
環
境
を
守
り
育
む
ま
ち
づ
く
り

地
球
温
暖
化
に
よ
る
異
常
気
象
や

生
態
系
へ
の
影
響
が
深
刻
化
す
る

中
、「
阿
見
町
環
境
基
本
条
例
」
お

よ
び
「
環
境
基
本
計
画
」
に
基
づ
き
、

町
民
と
行
政
が
一
体
と
な
っ
て
、
環

境
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
を
推
進

し
て
ま
い
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
の

監
視
・
取
り
締
ま
り
な
ど
、
環
境
保

全
監
視
業
務
な
ら
び
に
廃
棄
物
対
策

指
導
業
務
の
強
化
を
図
っ
て
ま
い
り

ま
す
。

ま
た
、
恵
ま
れ
た
自
然
環
境
を
次

世
代
に
継
承
で
き
る
よ
う
、
平
地
林

や
霞
ヶ
浦
、
神
田
池
な
ど
の
湖
沼
・

●平成 23年度の施策と予算●

『阿見町第5次総合計画』による
『人と自然がつくる楽しいまちーあみ』の創造

3 月の町議会で可決された平成 23 年度の町の予算は、特別会計・公営企
業会計を含む総額では 250 億 761 万 1 千円、前年度比 0.3％の減。一般会計
予算では 135 億 3,611 万 1 千円、前年度比 0.5％の減となりました。
今月号では、町議会での天田富司男町長の施政方針演説内容（要約）を紹

介し、今年度の主な施策と予算をお伝えします。

主
な
施
策

の
概
要

施
政
方
針
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❻
暮
ら
し
を
支
え
る
活
力
あ
る
ま

ち
づ
く
り

全
国
的
な
課
題
で
あ
り
ま
す
耕
作

放
棄
地
対
策
に
つ
い
て
は
、
再
生
・

利
用
の
取
り
組
み
に
対
す
る
支
援
を

行
う
な
ど
、
耕
作
放
棄
地
の
拡
大
防

止
と
そ
の
有
効
活
用
に
積
極
的
に
取

り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

工
業
の
振
興
に
つ
き
ま
し
て
は
、

新
た
に
設
け
た
雇
用
促
進
奨
励
金
な

ど
の
優
遇
措
置
や
本
町
の
利
便
性
等

に
つ
い
て
積
極
的
に
P
R
し
、
県
と

連
携
し
て
阿
見
東
部
工
業
団
地
へ
の

企
業
誘
致
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、

併
せ
て
地
元
雇
用
の
促
進
を
図
っ
て

ま
い
り
ま
す
。

観
光
の
振
興
に
つ
き
ま
し
て
は
、

観
光
施
策
の
推
進
母
体
と
な
る
「
あ

み
観
光
協
会
」
を
設
立
し
、
観
光
施

設
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
や
観
光
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
育
成
、
さ
ら
に
は
、
観

光
客
の
誘
客
促
進
な
ど
の
諸
施
策
に

取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
地
域
振
興
・
観
光
振
興

の
拠
点
と
な
る
道
の
駅
構
想
を
推
進

す
る
た
め
、
観
光
物
産
館
を
臨
時
的

に
設
置
し
、
町
内
を
は
じ
め
と
し
た

観
光
に
関
す
る
情
報
の
発
信
や
観
光

協
会
会
員
に
よ
る
特
産
品
の
販
売
を

行
う
な
ど
の
社
会
実
験
を
通
し
て
、

道
の
駅
立
地
調
査
を
実
施
し
て
ま
い

り
ま
す
。

❼
快
適
で
便
利
な
美
し
い
ま
ち
づ

く
り

活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
と
安
全
で

安
心
な
生
活
が
で
き
る
よ
う
都
市
基
盤

しさくとよさん

平成 23年度予算総額 ▼内訳
一般会計　 135 億 3,611 万 1 千円
前年度比較　 6,590 万 2 千円（ 0.5％）減

特別会計　 98 億 3,500 万円
前年度比較　 2億 8,039 万 7 千円（ 2.8％）減

公営企業会計　16 億 3,650 万円
前年度比較　 2億 6,510 万円（ 19.3％）増

250億 761万 1千円
前年度比較　8,119 万 9 千円（0.3％）減

河
川
に
つ
い
て
、
積
極
的
に
保
全
・

再
生
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

❸
安
全
で
安
心
に
暮
ら
せ
る
ま
ち

づ
く
り

下
水
道
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、

緊
急
雇
用
創
出
事
業
を
活
用
し
、
生

活
排
水
全
体
の
処
理
形
態
を
調
査
し

た
う
え
で
、
公
共
下
水
道
や
農
業
集

落
排
水
の
接
続
率
の
向
上
お
よ
び
合

併
浄
化
槽
の
普
及
・
設
置
に
努
め
て

ま
い
り
ま
す
。

消
防
・
救
急
に
つ
き
ま
し
て
は
、

非
常
備
消
防
に
お
け
る
待
機
室
付
消

防
車
庫
の
整
備
や
消
防
団
訓
練
用
照

明
施
設
の
設
置
な
ど
、
消
防
体
制
の

充
実
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
救
急

需
要
に
対
応
す
る
た
め
、
高
規
格
救

急
車
を
追
加
配
備
し
、
救
急
体
制
の

充
実
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

❹
健
や
か
で
明
る
く
や
さ
し
い
ま

ち
づ
く
り

健
康
と
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
を
推

進
す
る
た
め
「
あ
み
健
康
づ
く
り
プ

ラ
ン
21
」
に
基
づ
き
、
町
民
の
主
体

的
な
健
康
づ
く
り
を
積
極
的
に
推
進

し
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、
高
齢
化
社
会
に
対
応
す
る

た
め
「
阿
見
町
長
寿
福
祉
計
画
・
第
5

期
介
護
保
険
事
業
計
画
」
を
策
定
し
、

高
齢
者
が
健
康
で
生
き
が
い
を
持

ち
、
安
心
し
て
生
活
を
送
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス

等
の
充
実
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
子
育
て
支
援
機
能
の
強

化
と
し
ま
し
て
、
限
定
的
で
は
あ
り

ま
す
が
、
う
ず
ら
出
張
所
を
利
用
し

て
幼
児
の
保
育
を
実
施
し
、
保
育
所

待
機
児
童
の
解
消
に
努
め
て
ま
い
り

ま
す
。

医
療
福
祉
に
つ
き
ま
し
て
は
、
町

独
自
の
施
策
と
し
て
昨
年
10
月
か
ら

実
施
し
て
お
り
ま
す
、
小
学
校
6
年

生
ま
で
の
医
療
費
負
担
の
無
料
化
を

引
き
続
き
実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。

❺
い
き
い
き
学
び
の
ま
ち
づ
く
り

教
育
の
振
興
に
つ
き
ま
し
て
は
、

教
育
基
本
法
に
基
づ
き
「
阿
見
町
教
育

振
興
基
本
計
画
」
を
策
定
し
、
教
育
に

関
す
る
諸
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画

的
な
推
進
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、
児
童
生
徒
の
安
全
な
教
育

環
境
を
確
保
す
る
た
め
、
校
舎
・
体

育
館
な
ど
の
学
校
施
設
の
耐
震
化
を

年
次
計
画
に
よ
り
順
次
進
め
て
ま
い

り
ま
す
。

生
涯
学
習
に
つ
き
ま
し
て
は
、
町

民
が
生
涯
い
つ
で
も
自
由
に
学
習
機

会
を
選
択
し
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、
さ
ら
な
る
生
涯
学
習
社
会
の

実
現
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り

ま
す
。

ま
た
、
昨
年
2
月
に
開
館
し
た
予

科
練
平
和
記
念
館
に
つ
き
ま
し
て
は
、

開
館
以
来
9
万
人
の
来
館
者
を
数
え

て
お
り
ま
す
が
、
町
民
は
も
と
よ
り

多
く
の
人
に
、
戦
史
の
記
録
を
伝
承

し
、
次
の
世
代
へ
継
承
で
き
る
よ
う
、

常
設
展
示
の
他
、
特
別
展
を
開
催
す

る
と
と
も
に
、
あ
ら
ゆ
る
広
報
媒
体

を
活
用
し
た
広
報
活
動
を
展
開
し
、

全
国
へ
発
信
し
て
ま
い
り
ま
す
。

5　人と自然がつくる楽しいまちーあみ

整
備
を
図
り
、
快
適
で
美
し
い
都
市
環

境
づ
く
り
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
ず
、
都
市
基
盤
の
軸
と
な
る
幹

線
道
路
に
つ
き
ま
し
て
は
、
都
市
計

画
道
路
荒
川
沖
・
寺
子
線
の
延
伸
・
整

備
を
行
う
と
と
も
に
、
中
央
市
街
地

と
西
部
市
街
地
を
連
結
す
る
幹
線
道

路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
確
立
す
る
た

め
、
都
市
計
画
道
路
中
郷
・
寺
子
線

の
整
備
を
加
速
し
て
ま
い
り
ま
す
。

交
通
体
系
に
つ
き
ま
し
て
は
、
本

年
2
月
よ
り
開
始
し
た
デ
マ
ン
ド
タ

ク
シ
ー
の
運
行
を
継
続
す
る
と
と
も

に
、「
阿
見
町
地
域
公
共
交
通
総
合

連
携
計
画
」
に
基
づ
き
、
路
線
バ
ス

再
編
等
に
関
す
る
検
討
を
行
う
な

ど
、
町
民
ニ
ー
ズ
や
地
域
事
情
に
即

し
た
公
共
交
通
体
系
の
整
備
に
取
り

組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

❽
効
率
・
効
果
・
透
明
性
を
大
切
に

す
る
ま
ち
づ
く
り

本
町
を
取
り
巻
く
社
会
情
勢
や
町

民
ニ
ー
ズ
に
迅
速
か
つ
的
確
に
対
応

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
庁
内
組

織
機
構
の
見
直
し
を
行
う
と
と
も

に
、
新
た
に
策
定
し
た
「
阿
見
町
行

政
改
革
大
綱
」
お
よ
び
「
実
施
計
画
」

に
基
づ
き
、
積
極
的
な
行
政
改
革
を

推
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
自
主
財
源
を
安
定
的
に

確
保
す
る
た
め
、公
平・公
正
な
課
税
、

収
納
対
策
の
さ
ら
な
る
強
化
を
図
る

と
と
も
に
、
行
政
評
価
に
よ
る
進
行

管
理
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
徹

底
し
た
経
費
の
削
減
を
行
い
、
財
政

の
健
全
化
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

※平成 22年度一般会計予算は骨格予算であったため、平成 22年 6月補正後の予算との比較です
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一般会計の歳出について、性質別で前年度と比較すると、扶助費では子ども手当支給事業の増や医療給付事業の増
等により 8.2％の増、普通建設事業費では都市計画道路荒川沖・寺子線整備事業の減がある一方、都市計画道路中郷・寺
子線等整備事業や阿見吉原土地区画整理事業の増等により21.4％の増。人件費では一般職給料や期末勤勉手当等の減
により 2.8％の減、補助費等では阿見東部工業団地・阿見吉原東地区企業誘致事業の減や中郷土地区画整理事業の皆減
等により 15.8％の減。公債費では元金償還費の減等により 14.2％の大幅な減となっております。なお、歳出全般につ
いては、行財政改革の推進による徹底した経常経費の節減合理化に努める一方で、町民生活の充実・向上に必要な事業
を重点的に予算に盛り込みました。

一般会計予算歳出▼

予　算

これからのまちづくり

歳入のうち町税については、平成20年度後半以降の世界的な景気後退に持ち直しの動きが見られるものの、個人所得の
本格的な回復にまでは至っておらず、個人町民税の所得割が4.7％の減。法人町民税については、法人税割で総額の本格的
な回復には至っていないものの、一部の企業を中心に回復の兆しが見え23％の増となっております。固定資産税では、土
地評価額下落に伴う課税標準額の引き下げ等により土地が3.7％の減、家屋が5.1％の増となり、町税全体では0.6％の微
増となっております。地方交付税では、普通交付税が5.2％の微減となり、地方交付税全体でも3.8％の微減。繰入金では
財政調整基金繰入金の繰入減などにより81.2％の大幅減。町債では臨時財政対策債の減がある一方、社会資本整備総合交
付金事業債の増により1.4％の増となっております。

一般会計予算歳入▼



※単位：千円
▼一般会計
【総務課】
政策法務事業（文書管理費内）　　　　　　　　10,726
町界町名地番整理事業　　　　　　　　　　　　7,935
【企画財政課】
さわやかフェア事業　　　　　　　　　　　　　2,706
公共交通推進事業　　　　　　　　　　　　　　9,000
【管財課】
公共施設修繕整備事業（財産管理費内）　　　　75,000

7　人と自然がつくる楽しいまちーあみ

主な事業

しさくとよさん

基金の現在高 町債の現在高
基金等の名称 22年度末見込 23年度末見込 22年度末見込 一般会計 111億 1,665 万円

財政調整基金 16億 6,240 万 16億 826 万 特別会計 110億 2,334 万円

減債基金 3億 7,310 万 3億 7,310 万 水道事業会計 7億 4,187 万円

その他の基金 22億 2,662 万 22億 2,719 万 合　計 228億 8,186 万円

国民健康保険支払準備基金 1億 3,000 万 1億 23年度末見込 一般会計 111億 7,857 万円

公共下水道整備基金 10万 10万 特別会計 102億 8,244 万円

介護給付費準備基金 5,707 万 4,868 万 水道事業会計 8億 5,805 万円

農業集落排水事業債減債基金 5,421 万 4,045 万 合　計 223億 1,906 万円

介護従事者処遇改善臨時特例基金 610 万 51万 ※掲載金額は、平成 23 年 3 月 31 日時点での見込み
です土地開発基金（現金） 360万 360 万

合　計 45億 1,320 万 44億 189 万

IT コーディネーター委託料（行政情報ネットワーク運営
事業内）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,609
【収納課】
インターネット公売事業（徴収事務費内）　　　　1,099
町税等コンビニ収納手数料（徴収事務費内）　　　3,361
【秘書課】
国際交流推進事業　　　　　　　　　　　　　　2,654
【社会福祉課】
元気わくわく支援事業　　　　　　　　　　　　5,171
家族介護支援事業　　　　　　　　　　　　　　5,962
【児童福祉課】
要保護児童対策強化事業（臨時職員雇用費内）　　1,196
ファミリーサポートセンター事業　　　　　　　1,879

※次ページに続く

特別会計の内訳

国民健康保険特別会計
49億 8,200 万円

農業集落排水事業特別会計
1億 5,100 万円 公営企業会計

公共下水道事業特別会計
15億 700 万円

介護保険特別会計
21億 4,800 万円 水道事業会計

16億 3,650 万円土地区画整理事業特別会計
4億 1,900 万円

後期高齢者医療特別会計
6億 2,800 万円

▼一般会計予算の推移



※単位：千円
▼一般会計
【保育所】
二区保育所運営拡張事業（保育所運営費および保育所維
持管理費内）　　　　　　　　　　　　　　　　19,009
地域子育て支援センター事業　　　　　　　　　6,798
【児童館】
放課後児童健全育成事業　　　　　　　　　　60,588
養護学校生等放課後児童対策事業　　　　　　　2,411
【障害福祉課】
地域身体障害者スポーツ大会事業　　　　　　　　882
障害者介護給付事業　　　　　　　　　　　　259,902
【国保年金課】
医療給付事業　　　　　　　　　　　　　　　335,664
【健康づくり課】
予防接種事業　　　　　　　　　　　　　　　157,918
健康診査事業　　　　　　　　　　　　　　　48,080
【町民課】
総合窓口事業（住民基本台帳事務費内）　　　　　5,984
【農業振興課】
農地・水・環境保全向上対策支援負担金（農業基盤整備事
業内）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,105
農業振興推進事業　　　　　　　　　　　　　19,160
あみまちを食べよう学校給食推進事業　　　　　　500
【商工観光課】
あみ観光協会運営事業（観光振興事業内）　　　　4,898
道の駅立地調査事業（観光振興事業内）　　　　12,521
プレミアム付商品券事業補助金（商工振興事業内）　5,000
【環境政策課】
緑のカーテン事業（地球温暖化対策事業内）　　　　385
【廃棄物対策課】
廃棄物対策強化事業（廃棄物対策事務費内）　　　8,271
ごみ減量化対策事業　　　　　　　　　　　　25,407
【町民活動推進課】
町民活動センター事業　　　　　　　　　　　　8,564
女性行政推進事業　　　　　　　　　　　　　　　997
ハザードマップ作成事業（防災管理費内）　　　　4,284
【都市計画課】
景観整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　5,458
阿見吉原土地区画整理事業　　　　　　　　　121,714
【道路公園整備課】
道路新設改良事業　　　　　　　　　　　　　224,980
都市計画道路整備事業　　　　　　　　　　　524,921
街区公園整備事業　　　　　　　　　　　　　50,733
【都市施設管理課】
河川維持管理費　　　　　　　　　　　　　　22,055
道路橋梁維持補修事業　　　　　　　　　　　176,750
【会計課】
公金収納情報データ化サービス事業（会計事務費内）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,137

主な事業（続き）

広報あみ 5月号　8

これからのまちづくり

【学校教育課】
教育振興基本計画策定事業　　　　　　　　　　5,655
学校施設耐震化整備事業（学校施設整備事業内）　47,668
地上デジタル放送整備事業（学校施設整備事業・教育設備
教材費内）　　　　　　　　　　　　　　　　　10,269
【給食センター】
米飯給食推進事業（給食センター運営費内）　　　1,107
【生涯学習課】
放課後子どもプラン事業　　　　　　　　　　　7,551
スポーツ教室委託料（スポーツ教室事業内）　　　1,500
【中央公民館】
本郷ふれあいセンター駐車場整備事業（本郷ふれあいセ
ンター維持管理費内）　　　　　　　　　　　　27,206
ふれあい地区館交付金（各公民館事業および各ふれあい
センター事業内）　　　　　　　　　　　　　　　6,589
【図書館】
ブックスタート推進事業（図書館運営費内）　　　　279
【予科練平和記念館】
特別展事業（予科練平和記念館事業内）　　　　　5,293
【農業委員会】
遊休農地解消対策事業　　　　　　　　　　　　　936
【議会事務局】
議員報酬関係経費　　　　　　　　　　　　　143,552
【消防本部】
消防施設整備事業　　　　　　　　　　　　　12,662
消防機械力整備事業　　　　　　　　　　　　35,686
消防団照明設置事業（庁舎維持管理費内）　　　　1,575

▼国民健康保険特別会計
【国保年金課】
ジェネリック医薬品通知作成委託料（国民健康保険事務
費内）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,777

▼公共下水道事業特別会計
【下水道課】
公共下水道整備事業　　　　　　　　　　　　247,774

▼土地区画整理事業特別会計
【都市計画課】
本郷第一土地区画整理事業　　　　　　　　　101,485

▼農業集落排水事業特別会計
【下水道課】
実穀上長地区農業集落排水事業　　　　　　　　2,874

▼介護保険特別会計
【社会福祉課】
介護保険運営協議会等費　　　　　　　　　　　4,449

▼水道事業公営企業会計
【水道課】
第三次拡張事業　　　　　　　　　　　　　　293,800
老朽管布設替工事　　　　　　　　　　　　　97,300



9　人と自然がつくる楽しいまちーあみ

阿見町組織機構図（平成23年 4月 1日現在）
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■乳がん・子宮がん検診
乳がん検診は検査内容により対象年齢が異なります。また、マンモグラフィ検査は 2年に 1回の受診にな

りますので、昨年度、町の集団検診や医療機関検診でマンモグラフィ検査を受診した人はマンモグラフィ検査
を受けることはできません。40～ 56 歳の人は超音波検査とマンモグラフィ検査を１年ごとに交互に受診す
ることをお勧めします。

※対象年齢は平成 24年 3月 31日までの到達年齢

検診名 対象年齢 検査内容 自己負担額

子宮がん検診 20 歳以上 子宮けい部細胞診 800 円

乳がん検診

※右記①～③の検査の
うち、いずれか 1つ

30 ～ 56歳 ①乳房超音波検査　 700 円

40歳以上
※ 2年に 1回

②乳房マンモグラフィ検査（2方向）：40～ 49歳
※片方の胸につき、2枚撮影 1,200 円

③乳房マンモグラフィ検査（1方向）：50歳以上 700円

申込・問い合わせ　健康づくり課（総合保健福祉会館内）　　　　　　　　☎ 888−2940 10

対象年齢と自己負担額

きょうも あしたも さわやかに

町では、下記日程で乳がん・子宮がんおよび骨粗しょう症の集団検診を行います。早期発見するためには、
定期的に検診を受けることが大切です。自分の健康を自分で守るために、この機会に検診を受け、健康

管理に役立てましょう！　また、医療機関検診を希望される人は 12ページをご覧ください。

『乳がん・子宮がん検診』
『骨粗しょう症検診』
＜集団検診＞

■骨粗しょう症検診
※対象年齢は平成 24年 3月 31日までの到達年齢

検診名 対象年齢 検査内容 自己負担額

骨粗しょう症検診 25 ～ 65歳
（男女ともに可） 超音波でかかとの骨密度を測定 700 円

※下記に該当する人は自己負担額が無料になります。検診時に手帳等の証明できるものをご提示ください
▼身体障害者手帳に記載されている身体上の障害の程度が 1級または 2級の人
▼精神障害者保健福祉手帳で法律施行令第６条第３項に規定する障害等級 1級の人
▼重度の知的障害とされた人（療育手帳でⒶまたはAの人）
▼生活保護受給者

※下記に該当する人は検診が受けられませんのでご注意ください
▼自覚症状のある人（医療機関で診察を受けてください）
▼今年度、人間ドックや他機関で検診を受ける予定の人、または受けた人
▼現在、医療機関で治療中または経過観察中の人
▼これまでに精密検査の指示をされた人（医療機関で経過観察してもらってください）



申込・問い合わせ　健康づくり課（総合保健福祉会館内）　　　　　　　　☎ 888−294011

じぶんでまもる じぶんのけんこう

日時・場所

申込期間・申込方法

検診項目により実施日時が異なりますので、下表にてご確認の上、お申し込みください。
▼子宮がん検診を希望しない人は、午前中に実施する日時へのお申し込みをお勧めします
▼骨粗しょう症検診は４日間のみ（表中の青の枠の期日のみ）の実施となりますので、ご希望の人はご注意ください

期　日
検 診 項 目

場　所午　前
受付：午前 10時～ 10時 30分

午　後
受付：午後 0時 15分～ 1時

6 月 24日（金） 乳・子宮 総合保健福祉会館
『さわやかセンター』6月 27日（月） 乳・子宮

6 月 28日（火） 乳・骨粗 乳・子宮・骨粗 本郷ふれあいセンター

7月 19日（火） 乳・子宮 総合保健福祉会館
『さわやかセンター』7月 20日（水） 乳・骨粗 乳・子宮・骨粗

7 月 21日（木） 乳・子宮・骨粗 かすみ公民館

7月 28日（木） 乳・子宮 本郷ふれあいセンター

7月 29日（金） 乳・骨粗 乳・子宮・骨粗
総合保健福祉会館
『さわやかセンター』

※乳：乳がん検診、子宮：子宮がん検診、骨粗：骨粗しょう症検診

■申込期間
5月 31日（火）まで（必着）
※申し込みされた人には、6月中旬にご案内を
お送りします

■申込方法
下記の❶❷いずれかとなります。
❶郵送での申し込み（はがきまたは封書に必要事
項を記入）

❷総合保健福祉会館『さわやかセンター』来館で
の申し込み

※ファックスや電話での申し込みはできません

■申込先
〒 300ー0331　阿見町阿見 4671ー1
健康づくり課（総合保健福祉会館『さわやかセン
ター』内）

※希望日時がある場合は第3希望まで記入してくださ
い。記入がない場合、どの日程でも可とみなします
※申し込みされた希望日時が希望者多数の場合、
ご希望にそえないこともありますので、ご了承く
ださい（先着順ではありません）

▶コピーしてご使用ください
郵送時にはがれてしまうことがありますので、は
がきに貼る際には全体にのり付けをしてください

住　所 阿見町

氏　名

生年月日 T・S・H　　　年　　月　　日（　　歳）

電話番号　　　　　―

検診項目

（希望の検査項目に○をご記入ください）

骨粗しょ
う症検診

子宮がん
検診

乳がん検診

超音波 マンモグラフィ
（2年に1回）

※対象年齢を確認してください（10 ペー
ジ参照）

希望日時
　　

（実施日時を確認し、❶～❸に希望日をご
記入の上、午前か午後に○をつけください）
　
❶ 第 1希望：　月　　日（午前・午後）

❷ 第 2希望：　月　　日（午前・午後）

❸ 第 3希望：　月　　日（午前・午後）

❹ 指定なし



医療機関での検診を希望される人は、下記申込方法により医療機関検診を受診ください。なお、集団検診と
は自己負担額が異なりますのでご注意ください。また、受診できる医療機関は検査内容により異なりますので
お問い合わせください。

※対象年齢は平成 24年 3月 31日までの到達年齢

検 診 名 対 象 年 齢 検査内容等 自己負担額

子宮がん検診 20 歳以上
子宮けい部細胞診
※医師の判断で体部細胞診可（追加料金:1,200 円） 2,200 円

乳がん検診
※右記❶❷❸の検
査のうち、いずれ
か１つになります

30 ～ 56歳 ❶乳房超音波検査 1,300 円

40歳以上
※２年に１度

❷乳房マンモグラフィ検査（40～ 49歳：2方向） 1,800 円

❸乳房マンモグラフィ検査（50～ 65歳：１方向） 1,300 円

骨粗しょう症検診 25 ～ 65歳 超音波でかかとの骨密度を測定（男女ともに可） 900円

▶申込方法　受診券を発行しますので、下記のいずれかまで直接来館してお申し込みください
▼健康づくり課（総合保健福祉会館内）
▼うずら出張所　※子宮がん検診のみお申し込みできます
▶受付期間　平成 24年 2月 29日まで
▶受診可能な期間　発行日から 3か月間　※最終受診日は平成 24年 2月 29日です

きょうも あしたも さわやかに

不妊治療を実施している産婦人科医師・泌尿器科
医師、カウンセラー、助産師が県内２か所で無料で
相談をお受けしています。

■不妊に関する県の相談窓口『不妊専門相談センター』
▶問い合わせ　県産婦人科医会☎ 029－241－
1130（月～金曜日、午前9時～正午・午後1時～
3時）▼ホームページ：http://www.ibaog.jp

不妊治療費助成事業

■町不妊治療費助成事業
体外受精・顕微授精（特定不妊治療）の治療費が、県
不妊治療費助成事業の補助金額を超えているものに対
し、さらに町からも治療費の一部を助成します。
▶内容　1回の治療につき 5万円を限度に、1年度
あたり 2回まで、通算 5年間助成
▶対象　次のすべての要件に該当している人
❶県不妊治療費助成事業補助金の交付を受け、さ
らに治療費がそれを上回っているもの
❷法律上の婚姻をしている夫婦で、夫または妻の
いずれか一方が特定不妊治療の終了日において
町内に 1年以上住所を有すること

▶申請方法　県の不妊治療費補助金交付決定を受け
た後、必要書類を持って下記に申請
▶必要書類
▼県不妊治療費補助金交付決定通知書
▼県不妊治療費助成事業受診等証明書の写し（県
に提出前に複写をとっておく）
▼医療機関発行の領収書
▶問い合わせ　健康づくり課保健予防係（総合保健
福祉会館内）☎ 888－2940

■県不妊治療費助成事業
県では、体外受精・顕微授精を受けた人に治療費
の一部を助成します。
▶対象　次のすべての要件に該当している人
❶法律上の婚姻をしているご夫婦で、夫または妻
のいずれか一方が県内に住所を有すること
❷所得制限あり（詳細は下記へご確認ください）
❸県が指定する医療機関において実施した治療で
あること

▶申請方法　まずは所得要件や申請書類などの確認
のため、申請前に相談（治療後でも申請の相談に
応じる）。治療・支払い後、保健所に必要書類を添
えて申請
▶必要書類
▼県不妊治療費補助金交付申請書
▼県不妊治療費助成事業受診等証明書
▼医療機関発行の領収書
▼住民票（おおむね 3か月以内のもの）
▼夫および妻の所得（課税）証明書（控除の記載が
あるもの）各１通

▶問い合わせ　土浦保健所☎ 821－5398

申込・問い合わせ　健康づくり課（総合保健福祉会館内）　　　　　　　　☎ 888−2940 12

＜医療機関検診＞



いりょうきかんけんしん

特定年齢の女性に
検診が無料になるクーポン券を送ります

がん検診推進事業
この事業は、特定の年齢に達した女性に、子宮けいがんおよび乳がんに関する検診手帳や、町が実施する子
宮けいがん検診、乳がん検診（マンモグラフィ検査）が無料となるクーポン券をお送りし、検診の受診促進を
図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及および啓発を図るものです。

■対象となる人
以下の生年月日の女性が対象となります。対象となる人には 5 月中旬に検診手帳と無料クーポン券をお送
りします。40歳の人には、子宮けいがんおよび乳がん検診の両方の無料クーポン券が送られます。

■検査内容
❶子宮けいがん検診：子宮けい部細胞診
子宮の出口の部分（けい部）の細胞をこすりとり、異常な細胞がないかを顕微鏡で調べる検査です。このと
き少し出血することがありますが、痛みはほとんどありません。
❷乳がん検診：マンモグラフィ検査　※超音波検査は対象になりません
乳房を板で挟んで圧迫し、X線撮影を行います。人によって違いますが、
痛みを感じることもあります。この検査で体に受ける放射線の量は、生
活している中で自然に受けている放射線量の50分の１程度なので、放
射線による体への影響はほとんどありません。

■受診方法・申込方法
●集団検診を希望する人（申込期間：5月 31日まで／必着）　10 ～ 11 ページをご覧いただき、健康づくり課
までお申し込みください。クーポン券が届く前にお申し込みいただいてもかまいません。検診当日に無料ク
ーポン券を持参していただくことにより、対象者の子宮けいがん・乳がん検診が無料となります
●医療機関検診を希望する人（12ページの医療機関健診とは申込方法が異なります）　クーポン券に同封され
ている『無料検診のお知らせ』に、検診を実施している医療機関一覧が掲載されています。医療機関に直接
ご予約の上、無料クーポン券を持参して受診ください

■注意事項
▼妊娠中の人は妊婦健康診査受診票により子宮けいがん検診を受診できるため、送付された無料クーポン券を
使用することはできません
▼マンモグラフィ検査は 2年に 1回の受診となります。昨年度、マンモグラフィ検査を受診された人は健康
づくり課までご相談ください
▼乳がん検診はマンモグラフィ検査または超音波検査のいずれか１つの受診となります。40歳・45歳・50歳・
55歳に該当する人は超音波検査を受診できる年齢でもありますが、超音波検査は無料クーポンの対象では
ないため、無料になりません。超音波検査を希望される場合には健康づくり課までお問い合わせください

❶子宮けいがん検診
生年月日 4月 1日現在の年齢

平成 2年 4月 2日
～平成 3年 4月 1日生まれ 20歳

昭和 60年 4月 2日
～昭和 61年 4月 1日生まれ 25歳

昭和 55年 4月 2日
～昭和 56年 4月 1日生まれ 30歳

昭和 50年 4月 2日
～昭和 51年 4月 1日生まれ 35歳

昭和 45年 4月 2日
～昭和 46年 4月 1日生まれ 40歳

❷乳がん検診
生年月日 4月 1日現在の年齢

昭和 45年 4月 2日
～昭和 46年 4月 1日生まれ 40歳

昭和 40年 4月 2日
～昭和 41年 4月 1日生まれ 45歳

昭和 35年 4月 2日
～昭和 36年 4月 1日生まれ 50歳

昭和 30年 4月 2日
～昭和 31年 4月 1日生まれ 55歳

昭和 25年 4月 2日
～昭和 26年 4月 1日生まれ 60歳

▼ 40歳・45歳：2 方向撮影
（片方の乳房につき 2枚撮影）
▼ 50歳・55歳・60歳：1 方向撮影
（片方の乳房につき 1枚撮影）

申込・問い合わせ　健康づくり課（総合保健福祉会館内）　　　　　　　　☎ 888−294013



●
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
整
備
事
業

病
弱
な
ど
の
理
由
に
よ
り
緊
急
時
に
機

敏
に
行
動
す
る
こ
と
が
困
難
な
お
お
む

ね
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢

者
の
住
居
等
に
、
ペ
ン
ダ
ン
ト
型
無
線

発
信
機
・
緊
急
通
信
装
置
（
左
写
真
）・

火
災
セ
ン
サ
ー
を
設
置
し
、
急
病
・
災

害
な
ど
の
緊
急
時
に
迅
速
・
適
切
な
対

応
を
図
り
、
不
安
の
解
消
と
生
活
の
安

全
を
確
保
し
ま
す
。
電
話
回
線
が

N
T
T
で
な
い
と
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

▼
所
得
に
応
じ
た
個
人
負
担
が
あ
り
ま
す

●
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
愛
の
定
期
便
事
業

お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し

の
高
齢
者
で
安
否
確
認
の
必
要
性
の
あ

る
人
に
、
月
8
回
乳
製
品
（
1
回
2
本
）

を
配
達
し
、
孤
独
感
軽
減
と
同
時
に
安

否
の
確
認
を
行
い
ま
す
。

●
福
祉
電
話
貸
与
事
業

電
話
の
設
置
が
困
難
な
ひ
と
り
暮
ら
し

の
高
齢
者
等
に
電
話
を
無
償
貸
与
し
、

利
用
料
金
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

●
シ
ル
バ
ー
カ
ー
補
助
事
業

歩
行
に
支
障
が
あ
る
お
お
む
ね
65
歳
以

上
の
高
齢
者
等
で
、
同
一
世
帯
の
生
計

中
心
者
の
前
年
の
所
得
税
額
が
14
万
円

以
下
の
人
に
、
シ
ル
バ
ー
カ
ー
購
入
費

用
を
補
助
し
ま
す
。

▼
補
助
限
度
額
＝
5
0
0
0
円

▼社会福祉課高齢福祉係☎ 888ー
1111（162・163）
▼健康づくり課（総合保健福祉会
館内）☎ 888ー2940

▼町社会福祉協議会（代表）☎
887ー0084 ▼地域ケアセンタ
ー☎ 887ー9234 ▼地域包括支
援センター☎ 887ー8124

▼福祉センター『まほろば』☎
887ー3969

広報あみ 5月号　14

おとしよりをしえん

各サービスの問い合わせ

社
会
福
祉
課

住
み
慣
れ
た
ま
ち
で
安
心
し
て
暮
ら
す
た
め
に

お
年
寄
り
の
毎
日
を
支
え
ま
す

町
で
利
用
で
き
る
高
齢
者
関
連
サ
ー
ビ
ス
を
紹
介
し
ま
す

▲利用者宅に設置された緊急
通信装置の端末

●
家
族
介
護
用
品
支
給
事
業

介
護
保
険
で
要
介
護
3
以
上
（
常
時
尿

失
禁
に
あ
る
要
介
護
1
お
よ
び
2
の
住

民
税
非
課
税
世
帯
の
人
を
含
む
）
と
認

定
さ
れ
た
在
宅
の
高
齢
者
等
に
、
紙
お

む
つ
・
尿
取
り
パ
ッ
ド
を
希
望
に
よ
り

支
給
し
ま
す
。

▼
支
給
品
▼
紙
お
む
つ
（
テ
ー
プ
式

ま
た
は
パ
ン
ツ
式
）
＝
年
間
3
6
5

枚
以
内
。
年
4
回
に
分
け
て
所
定
の

枚
数
を
配
布
し
ま
す
▼
尿
取
り
パ
ッ

ド
＝
年
間
7
3
0
枚
以
内
。
年
4

回
に
分
け
て
所
定
の
枚
数
を
配
布
し

ま
す

▼
個
人
負
担
が
あ
り
ま
す

●
日
常
生
活
用
具
給
付
事
業

寝
た
き
り
や
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者

に
日
常
生
活
用
具
を
給
付
し
ま
す
。

▼
給
付
等
の
品
目
＝
電
磁
調
理
器
・
火

災
警
報
器

▼
所
得
に
応
じ
た
個
人
負
担
が
あ
り
ま
す

※
消
防
法
お
よ
び
町
火
災
予
防
条
例
に
よ

り
、
平
成
23
年
5
月
31
日
ま
で
に
す
べ

て
の
住
宅
に
火
災
警
報
器
の
設
置
が
義

務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
お
お
む
ね
65
歳

以
上
の
、
寝
た
き
り
や
ひ
と
り
暮
ら
し

で
、
前
年
所
得
税
が
非
課
税
の
人
の
う

ち
一
定
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
人

は
、
申
請
に
よ
り
自
己
負
担
額
な
し
で

火
災
警
報
器
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す

●
生
活
管
理
指
導
員
派
遣
事
業

介
護
保
険
で
自
立
と
認
定
さ
れ
た
高
齢

者
等
で
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
の

あ
る
者
に
対
し
て
日
常
生
活
の
支
援
・

援
助
の
た
め
、
生
活
管
理
指
導
員
を
派

遣
し
ま
す
。

※
個
人
負
担
額
は
、
所
要
時
間
と
サ
ー
ビ

ス
の
内
容
に
よ
り
異
な
り
ま
す



●
高
齢
者
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
事
業

介
護
保
険
で
要
支
援
・
要
介
護
と
認
定

さ
れ
、
前
年
の
所
得
税
が
非
課
税
の
世

帯
に
属
す
る
寝
た
き
り
の
高
齢
者
等

が
、
日
常
生
活
で
直
接
利
用
す
る
住
宅

の
改
造
経
費
を
助
成
し
ま
す
。

▼
補
助
対
象
＝
住
宅
内
外
の
移
動
お

よ
び
使
用
を
容
易
に
す
る
工
事

▼
補
助
限
度
金
額
＝
45
万
円
（
必
要
経

費
の
4
分
の
3
）

●
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業

認
知
症
高
齢
者
・
知
的
障
害
者
・
精
神
障

害
者
（
本
人
に
配
偶
者
・
2
親
等
以
内
の

親
族
が
い
な
い
人
）
な
ど
、
判
断
力
の

十
分
で
な
い
人
が
各
種
手
続
き
や
契
約

を
行
う
と
き
に
不
利
に
な
ら
な
い
よ
う

に
す
る
た
め
、
成
年
後
見
制
度
を
利
用

す
る
際
の
申
立
費
用
等
を
助
成
し
ま
す
。

▼
助
成
額
＝
所
得
等
に
よ
り
異
な
り

ま
す

※
知
的
・
精
神
障
害
者
は
障
害
福
祉
課
地

域
生
活
支
援
係
（
総
合
保
健
福
祉
会
館

内
）
で
受
け
付
け
し
ま
す

●
つ
る
か
め
教
室

理
学
療
法
士
や
保
健
師
、
運
動
普
及

推
進
員
が
介
護
予
防
の
た
め
の
簡
単

な
体
操
の
指
導
・
健
康
相
談
を
行
っ
て

い
ま
す
。

▼
対
象
＝
10
人
以
上
の
高
齢
者
団
体

▼
実
施
回
数
＝
月
1
回

▼
実
施
場
所
＝
地
区
公
会
堂
な
ど

●
ミ
ニ
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
（
生
き
が
い
活
動

支
援
通
所
事
業
）

介
護
保
険
認
定
に
該
当
し
な
い
65
歳
以

上
の
高
齢
者
で
、
家
に
閉
じ
こ
も
り
が

ち
な
人
に
、趣
味
活
動
や
簡
単
な
体
操
、

日
常
動
作
訓
練
、
四
季
折
々
の
行
事
な

ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
ま
す
。

▼
サ
ー
ビ
ス
＝
一
人
あ
た
り
週
1
回

▼
利
用
料
＝
1
日
2
8
1
円

●
健
康
相
談

健
康
づ
く
り
に
関
し
て
、
保
健
師
・
栄

養
士
・
理
学
療
法
士
が
家
庭
訪
問
や
電

話
ま
た
は
窓
口
な
ど
で
相
談
に
応
じ

ま
す
。

●
健
康
の
増
進
、
教
養
の
向
上
、
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
便
宜
を
総
合
的

に
行
い
ま
す
。
入
浴
も
可
能
で
す
。

健
康
づ
く
り
課

15　人と自然がつくる楽しいまちーあみ

げんきで ながいき おうえんします

●
家
族
介
護
者
ヘ
ル
パ
ー
受
講
支
援
事
業

高
齢
者
介
護
を
現
在
し
て
い
る
ま
た
は

過
去
に
し
て
い
た
家
族
で
、
訪
問
介
護

員
研
修
2
・
3
級
課
程
を
受
講
す
る
人

に
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

▼
補
助
限
度
額
＝
3
万
円
（
教
材
費
等

の
実
費
は
個
人
負
担
に
な
り
ま
す
）

●
在
宅
介
護
慰
労
金
支
給
事
業

基
準
日
（
12
月
31
日
）
以
前
に
1
年
間
継

続
し
て
介
護
保
険
で
要
介
護
3
以
上
と

認
定
さ
れ
た
65
歳
以
上
の
高
齢
者
を
、

同
期
間
内
で
所
定
期
間
介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
せ
ず
、
在
宅
で
介
護
し
て

い
る
家
族
に
慰
労
金
を
支
給
し
ま
す
。

▼
要
介
護
3
以
上
と
認
定
さ
れ
た
高
齢

者
を
3
か
月
以
上
の
在
宅
介
護
期
間
を

含
む
4
か
月
以
上
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
せ
ず
に
介
護
を
し
て
い
る
人
▼

支
給
額
＝
3
万
円

▼
要
介
護
4
以
上
と
認
定
さ
れ
た
高
齢

者
を
、
年
間
を
通
し
て
介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
せ
ず
在
宅
で
介
護
し
て
い

る
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
▼
支
給

額
＝
10
万
円

●
徘は
い
か
い徊
高
齢
者
家
族
支
援
サ
ー
ビ
ス

事
業

お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
、
徘
徊
の
み
ら

れ
る
高
齢
者
を
介
護
し
て
い
る
家
族

に
、
無
線
発
信
機
を
貸
与
し
、
徘
徊
・

そ
の
ほ
か
の
緊
急
時
に
迅
速
・
適
切
な

対
応
を
し
ま
す
。

▼
費
用
負
担
＝
利
用
料
・
情
報
料
・
現
場

急
行
料
は
町
が
負
担
し
ま
す

●
外
出
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業

お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
高
齢
者
等
で
一

般
の
公
共
交
通
機
関
の
利
用
が
困
難
な

人
を
対
象
に
、
特
定
の
医
療
機
関
等
へ

の
通
院
・
通
所
に
必
要
な
費
用
の
一
部

を
助
成
し
ま
す
（
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用

券
・
自
動
車
税
等
の
減
免
を
受
け
て
い

る
人
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
）。

▼
対
象
車
両
＝
利
用
者
が
車
い
す
・
ス

ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
に
乗
っ
た
ま
ま
移
動
可

能
な
タ
ク
シ
ー

▼
助
成
回
数
＝
片
道
を
1
回
と
し
、
年

間
24
回
を
限
度

▼
助
成
額
＝
タ
ク
シ
ー
利
用
料
金
の
9

割
（
10
円
未
満
の
端
数
切
り
捨
て
）。

1
回
の
上
限
は
4
0
0
0
円

●
生
活
管
理
指
導
短
期
宿
泊
事
業

▼
介
護
保
険
で
自
立
と
認
定
さ
れ
た
ひ

と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
等
で
、
日
常
生

活
に
支
障
の
あ
る
人
▼
介
護
保
険
利

用
限
度
超
過
者
で
、
家
族
の
介
護
を
受

け
ら
れ
な
く
な
り
緊
急
に
入
所
が
必
要

な
人

ー
を
対
象
に
、
短
期
宿
泊
（
原

則
7
日
以
内
）
に
よ
る
指
導
・
支
援
を

行
い
ま
す
。

▼
同
一
世
帯
の
住
民
税
課
税
状
況
・
要

介
護
状
態
等
に
よ
り
個
人
負
担
額
が
異

な
り
ま
す

※
次
ペ
ー
ジ
に
続
く

福
祉
セ
ン
タ
ー

「
ま
ほ
ろ
ば
」



広報あみ 5月号　16

おとしよりをしえん

●
給
食
サ
ー
ビ
ス
事
業

お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
、
虚
弱
な
ひ
と

り
暮
ら
し
の
高
齢
者
等
で
必
要
な
人

に
、
調
理
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
お
弁

当
（
昼
食
）
を
配
送
・
訪
問
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
に
よ
り
自
宅
へ
届
け
ま
す
。

▼
利
用
期
日
＝
毎
月
2
回
、
第
2
・
4

水
曜
日
（
祝
日
、
7
・
8
月
の
夏
季
を

除
く
）

●
生
活
援
助
型
食
事
サ
ー
ビ
ス

配
偶
者
以
外
の
同
居
の
家
族
が
い
な
い

65
歳
以
上
の
高
齢
者
世
帯
で
、
高
齢
虚

弱
ま
た
は
心
身
の
障
害
に
よ
り
自
ら
調

理
す
る
こ
と
が
困
難
な
人
が
、
申
請
に

よ
り
認
定
さ
れ
た
場
合
、
夕
食
を
配
達

し
自
立
生
活
を
支
援
し
ま
す
。

▼
利
用
期
日
＝
毎
週
月
曜
日
～
金
曜
日

（
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

▼
利
用
料
（
個
人
負
担
分
）
＝
1
食
あ

た
り
（
普
通
食
4
0
0
円
・
特
別
食

5
4
8
円
）

●
心
配
ご
と
相
談

生
計
・
家
族
・
財
産
等
に
関
す
る
悩
み
事

の
相
談
を
受
け
、
日
常
生
活
の
不
安
解

消
を
図
り
ま
す
。

▼
利
用
日
時
＝
毎
週
水
曜
日
午
後
1
時

～
3
時
30
分
受
付
終
了
（
祝
日
・
年
末

年
始
を
除
く
）

▼
弁
護
士
相
談
＝
毎
月
第
1
水
曜
日

（
毎
週
水
曜
日
に
行
わ
れ
る
心
配
ご
と

相
談
に
お
い
て
の
予
約
が
必
要
）

●
ふ
れ
あ
い
電
話

お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら

し
の
高
齢
者
に
電
話
を
か
け
て
、
孤

独
感
の
解
消・安
否
確
認
を
行
う
ほ
か
、

相
談
・
助
言
・
情
報
提
供
な
ど
の
お
話

し
相
手
を
す
る
ふ
れ
あ
い
電
話
サ
ー

ビ
ス
を
行
い
ま
す
。

▼
訪
問
期
日
＝
毎
週
火
・
木
曜
日
午
後

1
時
30
分
～
4
時
（
祝
日
・
年
末
年
始

を
除
く
）

●
在
宅
福
祉
（
有
償
）
サ
ー
ビ
ス
事
業

登
録
会
員
方
式
（
利
用
会
員
・
協
力
会

員
）に
よ
る
有
料
の
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
し
ま
す
。

▼
サ
ー
ビ
ス
内
容
＝
食
事
の
支
度
・
世

話
、
衣
類
の
洗
濯
・
補
修
、
住
居
等
の

掃
除
・
整
と
ん
、
生
活
必
需
品
等
の
買

い
物
、
通
院
・
退
院
・
散
歩
等
外
出
時
の

付
き
添
い
、介
護
者
外
出
時
の
留
守
番
、

日
常
生
活
上
の
相
談
・
助
言
、
役
場
・
病

院
等
へ
の
連
絡
手
続
き
、
そ
の
ほ
か
軽

易
な
身
の
回
り
の
世
話
を
し
ま
す

▼
利
用
日
時
＝
毎
日
午
前
7
時
～
午
後

7
時
（
年
末
年
始
を
除
く
）

▼
利
用
料
＝
1
時
間
6
0
0
円

●
車
い
す
貸
出
事
業

在
宅
で
、
病
気
・
け
が
の
あ
る
人
、
障

害
者
お
よ
び
高
齢
者
な
ど
、
歩
行
が
困

難
な
人
に
、
一
時
的
（
1
か
月
を
限
度
）

に
車
い
す
を
貸
し
出
し
ま
す
（
旅
行
・

散
歩
な
ど
を
含
む
）。

●
低
床
カ
ー
貸
出
事
業

高
齢
者
・
障
害
者
（
児
）
を
同
乗
さ
せ
て

外
出
（
泊
）
し
よ
う
と
す
る
人
に
、
車

い
す
ご
と
乗
れ
る
軽
車
両
を
2
日
間
限

度
で
貸
し
出
し
ま
す
。

▼
負
担
＝
返
却
時
に
1 

km
あ
た
り
10
円

の
ガ
ソ
リ
ン
代
が
か
か
り
ま
す

●
高
齢
者
に
関
す
る
総
合
相
談

介
護
や
福
祉
・
高
齢
者
虐
待
等
の
高
齢

者
に
対
す
る
福
祉
の
総
合
的
な
相
談
・

支
援
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
介
護
予
防

ケ
ア
プ
ラ
ン
の
作
成
や
虚
弱
高
齢
者
等

に
対
す
る
地
域
支
援
事
業
の
ケ
ア
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
を
行
い
ま
す
。

▼
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
：
町
社
会

福
祉
協
議
会
☎
8
8
7
ー

8
1
2
4
・

0
0
8
4

●
日
常
生
活
自
立
支
援
事
業
（
地
域
福
祉

権
利
擁
護
事
業
）

認
知
症
の
高
齢
者
や
知
的
・
精
神
的
に

障
害
の
あ
る
人
な
ど
、
判
断
能
力
が
不

十
分
で
、
か
つ
親
族
な
ど
の
援
助
が
得

ら
れ
な
い
人
に
対
し
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
手
続
き
の
援
助
や
日
常
生
活
の

金
銭
管
理
、
書
類
の
預
か
り
サ
ー
ビ
ス

等
を
行
い
、日
常
生
活
を
支
援
し
ま
す
。

▼
利
用
料
＝
▼
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

手
続
き
の
援
助
・
日
常
生
活
の
金
銭
管

理
サ
ー
ビ
ス
（
生
活
支
援
員
派
遣
に
よ

る
援
助
）：
1
時
間
あ
た
り
9
0
0
円

▼
書
類
等
預
か
り
サ
ー
ビ
ス
（
保
管

料
）：
1
か
月
あ
た
り
5
0
0
円　

※

生
活
保
護
受
給
者
は
免
除
に
な
り
ま
す

●
地
域
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

援
護
を
必
要
と
す
る
在
宅
の
高
齢
者
・

障
害
者
・
難
病
患
者
・
認
知
症
の
高
齢
者

等
に
対
し
ケ
ア
チ
ー
ム
を
結
成
し
て
地

域
で
見
守
り
、
要
援
護
者
を
地
域
で
互

い
に
支
え
合
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り

を
推
進
し
ま
す
。

●
家
族
介
護
者
交
流
事
業

家
庭
に
お
い
て
高
齢
者
を
介
護
し
て
い

る
人
に
、
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
お
よ
び
介
護

す
る
者
同
士
の
交
流
や
情
報
交
換
の
機

会
を
提
供
し
ま
す
。

▼
費
用
負
担
＝
実
費
の
1
割
程
度

●
家
族
介
護
教
室

家
庭
で
介
護
さ
れ
て
い
る
ご
家
庭
や

近
く
で
支
援
し
て
い
る
人
、
介
護
に

興
味
を
お
持
ち
の
人
な
ど
を
対
象
に
、

介
護
・
福
祉
に
役
立
つ
知
識
や
技
術
の

教
室
を
開
催
し
ま
す
。

町
社
会
福
祉
協
議
会
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付
特
例
申
請
書
（
は
が
き
）』
が

届
い
て
い
る
人
は
、
必
要
事
項

を
記
入
し
返
送
す
る
こ
と
に
よ

り
、
申
請
手
続
き
が
で
き
ま
す

■
持
参
品

▼
学
生
証
ま
た
は
在
学
証
明
書
、

年
金
手
帳
、
印
鑑
（
本
人
署
名

の
場
合
は
不
要
）

▼
前
年
所
得
の
状
況
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

▼
本
人
の
所
得
が
町
で
わ
か
ら
な
い

場
合
は
、
前
年
所
得
の
状
況
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書

類（
所
得
証
明
書・源
泉
徴
収
票・

■
所
得
枠

1
1
8
万
円
（
本
人
所
得
）
▼

扶
養
親
族
な
ど
が
い
る
場
合
：
扶

養
人
数
×
38
万
円
▼
社
会
保
険
料

控
除
な
ど
が
あ
る
場
合
：
控
除
額

ー
が
そ
れ
ぞ
れ
基
準
額
に
加
算

さ
れ
ま
す
。
所
得
基
準
以
下
の
人

が
対
象
で
す
。

■
申
請
場
所

国
保
年
金
課
ま
た
は
う
ず
ら
出

張
所
で
申
請
で
き
ま
す
。
申
請
は

毎
年
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
日
本
年
金
機
構
か
ら
『
学
生
納

確
定
申
告
書
な
ど
）の
写
し

▼
昨
年
ま
た
は
今
年
、
会
社
等
を

退
職
し
学
生
に
な
っ
た
場
合

は
、
前
記
の
ほ
か
に
失
業
し
た

こ
と
を
確
認
で
き
る
公
的
機
関

の
発
行
す
る
証
明
書
（
雇
用
保

険
受
給
資
格
者
証
・
被
保
険
者

離
職
票
な
ど
）
の
写
し

■
承
認
さ
れ
る
と

申
請
年
度
の
4
月
か
ら
3
月
ま

で
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま

す
。
猶
予
期
間
は
、
基
礎
年
金
を

受
給
す
る
た
め
の
資
格
期
間
に
含

ま
れ
ま
す
が
、
年
金
の
受
給
額
に

は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。
満
額
の
年

金
を
受
給
す
る
た
め
、
卒
業
し
た

ら
保
険
料
を
追
納
（
さ
か
の
ぼ
っ

て
納
付
）
し
ま
し
ょ
う
。

学
生
納
付
特
例
期
間
中
の
事
故

や
病
気
で
障
害
が
残
っ
た
場
合
や

死
亡
し
た
場
合
に
は
、
一
定
の
要

件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
障
害
基
礎

年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
5
月
の
休
日
開
庁
日

▼
日
時　

5
月
14
日（
土
）
午
前

9
時
30
分
～
午
後
4
時

▼
問
い
合
わ
せ　

土
浦
年
金
事
務

所
☎
8
2
4
ー
7
1
2
1

■
『
学
生
納
付
特
例
制
度
』

と
は

こ
の
制
度
は
、
収
入
が
な
い
、

ま
た
は
少
な
い
た
め
に
保
険
料
を

納
付
で
き
な
い
学
生
の
皆
さ
ん
を

対
象
と
し
た
猶
予
制
度
で
す
。

大
学
（
院
）・
短
大
・
高
等
学
校
・

高
等
専
門
学
校
・
専
修
学
校
・
学

校
教
育
法
で
規
定
さ
れ
る
修
業
年

限
が
1
年
以
上
あ
る
各
種
学
校

（
左
記
参
照
）
ー
な
ど
（
定
時
制

課
程
、
通
信
課
程
、
一
部
の
海
外

大
学
の
日
本
分
校
を
含
む
）
に
在

学
す
る
学
生
で
、
本
人
の
所
得
が

一
定
額
（
下
記
参
照
）
以
下
の
人

が
対
象
で
す
。

▼
各
種
学
校
：
修
業
年
限
が
1
年

以
上
の
課
程
に
在
学
し
て
い
る

人
に
限
り
ま
す
（
私
立
の
各
種

学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知

事
の
認
可
を
受
け
た
学
校
に
限

ら
れ
ま
す
）

▼
国
内
に
あ
る
海
外
大
学
の
日
本

分
校
：
テ
ン
プ
ル
大
学
ジ
ャ
パ

ン
の
一
部
の
課
程
・
カ
ー
ネ
ギ

ー
メ
ロ
ン
大
学
日
本
校
・
レ
イ

ク
ラ
ン
ド
大
学
ジ
ャ
パ
ン
キ
ャ

ン
パ
ス
・
専
修
大
学
校
ロ
シ
ア

極
東
大
学
函
館
校
・
天
津
中
医

薬
大
学
中
薬
学
院
日
本
校
・
コ

ロ
ン
ビ
ア
大
学
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー

ズ
カ
レ
ッ
ジ
日
本
校

国保年金課国民年金係☎ 888ー1111（136・137）

20歳になったけど
学生で保険料払う
のはきついよな

学生で収入がない
から、保険料は卒
業してから払えば
いいんだよ
万一の時には障害
基礎年金がもらえ
るの

学生時
代

学生時代保険料を
払わなかけど、老
齢基礎年金はどう
なるの？

払わなかった保険
料を追納すればそ
の分老齢基礎年金
額は増えるの
追納しなければそ
の期間は年金額に
反映されないよ

社会人

➡

土
浦
年
金
事
務
所
か
ら

申請はお済みですか？

学生納付特例制度学生納付特例制度
国

金民
年

みんなでささえ愛…ねんきん
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みんなでささえ愛…こくほ

こんなときには申請を…

国保の給付
国保税　納めて安心　わが家の健康

＊
低
所
得
者
Ⅰ
・
Ⅱ
に
該
当
す
る
人

は
：
▼
入
院
▼
在
宅
医
療
で
の

『
在
宅
時
医
学
総
合
管
理
』
ま
た

は
『
在
宅
末
期
医
療
総
合
診
療

料
』
が
レ
セ
プ
ト（
診
療
報
酬
明

細
書
）に
算
定
さ
れ
て
い
る

ー

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

に
は
医
療
機
関
窓
口
で
の
支
払

い
が
左
ペ
ー
ジ
表
中
の
自
己
負

担
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

こ
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は

『
限
度
額
適
用・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
』
が
必
要
に
な
り
ま

す
。
該
当
す
る
人
は
国
保
年
金

課
窓
口
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い

＊
高
額
な
治
療
が
長
期
間
必
要
な

と
き
に
は
：
厚
生
労
働
大
臣
が
認

め
る
特
定
疾
病（
先
天
性
血
液

凝
固
因
子
障
害
の
一
部・
人
工
透

析
の
必
要
な
慢
性
じ
ん
不
全・
血

液
凝
固
因
子
製
剤
の
投
与
に
起

因
す
る
H
I
V
感
染
症
）
に
該

当
す
る
場
合
は
一
か
月
の
自
己

負
担
限
度
額
は
1
万
円（
人
工

透
析
が
必
要
な
慢
性
じ
ん
不
全

の
場
合
、
70
歳
未
満
の
上
位
所

得
者
は
2
万
円
）
ま
で
と
な
り
、

こ
れ
を
超
え
た
分
の
金
額
は
国

保
が
負
担
し
ま
す
。
こ
の
取
り

扱
い
を
受
け
る
に
は『
特
定
疾

病
療
養
受
療
証
』（
申
請
に
よ
り

交
付
）の
提
示
が
必
要
で
す

国
保
被
保
険
者
（
加
入
者
）
が

医
療
を
受
け
た
と
き
、
次

の
よ
う
な
場
合
に
は
、
医
療
機
関

に
支
払
っ
た
医
療
費
の
一
部
が
申

請
に
よ
り
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
70
歳
未
満
の
人

●
一
か
月
の
医
療
費
の
自
己
負
担

額
が
限
度
額
を
超
え
た
と
き
：

同
じ
人
が
同
じ
月
内
に
同
一
の

医
療
機
関
で
、
限
度
額
を
超
え

る
自
己
負
担
額
を
支
払
っ
た
場

合
。
超
え
た
金
額
が
高
額
療
養

費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す

●
同
じ
世
帯
で
自
己
負
担
額
の
合

計
が
限
度
額
を
超
え
た
と
き
：

同
一
世
帯
で
同
じ
月
内
に
2
万

1
千
円
（
町
民
税
非
課
税
世
帯

も
同
額
）
以
上
の
自
己
負
担
額

を
2
回
以
上
支
払
っ
た
場
合
。

そ
れ
ら
を
合
算
し
て
限
度
額
を

超
え
た
分
が
支
給
さ
れ
ま
す

●
同
じ
世
帯
で
高
額
療
養
費
の
支

給
を
4
回
以
上
受
け
た
と
き
：

一
つ
の
世
帯
で
過
去
12
か
月
以

内
に
4
回
以
上
高
額
療
養
費
の

支
給
を
受
け
た
場
合
。
4
回
目

か
ら
、
支
給
額
が
変
わ
り
ま
す

●
自
己
負
担
額
の
計
算
方
法

▽
月
の
1
日
か
ら
末
日
ま
で
の
1
か

月（
暦
月
）ご
と
の
受
診
で
計
算

▽
病
院
・
診
療
所
ご
と
に
計
算

▽
一
つ
の
病
院
・
診
療
所
で
も
歯

科
は
別
計
算
。
ま
た
、
外
来
・

入
院
も
別
計
算

▽
入
院
時
の
食
事
代
や
差
額
ベ
ッ

ド
料
な
ど
、
保
険
診
療
の
対
象

と
な
ら
な
い
も
の
は
除
く

●
入
院
の
際
に
は
『
限
度
額
適
用

認
定
証
』
の
交
付
を
申
請
し
て

く
だ
さ
い
：『
限
度
額
適
用
認

定
証
』（
住
民
税
非
課
税
世
帯
の

人
は
『
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
』）
を
提
示

す
る
こ
と
で
、
入
院
し
た
場
合

の
一
つ
の
医
療
機
関
で
の
1
か

月
の
診
療
分
の
支
払
い
が
限
度

額
ま
で
と
な
り
ま
す　

※
交
付

に
あ
た
っ
て
は
国
保
税
に
未
納

が
な
い
こ
と
が
条
件

■
70
〜
74
歳
の
人

外
来
（
個
人
単
位
）
の
限
度
額

を
適
用
後
に
入
院
を
含
む
世
帯
単

位
の
限
度
額
を
適
用
し
、
超
え
た

金
額
が
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給

さ
れ
ま
す
。
入
院
の
場
合
、
医
療

機
関
窓
口
で
の
支
払
い
は
左
ペ
ー

ジ
の
表
『
外
来
＋
入
院
（
世
帯
単

位
）』の
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

●
自
己
負
担
額
の
計
算
方
法

▽
月
の
1
日
か
ら
末
日
ま
で
の
1
か

月（
暦
月
）ご
と
の
受
診
で
計
算

▽
外
来
は
個
人
ご
と
に
集
計
。
入
院

を
含
む
自
己
負
担
限
度
額
は
世

帯
内
で
70
～
74
歳
の
人
を
合
算

▽
病
院
・
診
療
所
・
歯
科
の
区
別
な

く
合
算

▽
入
院
時
の
食
事
代
や
差
額
ベ
ッ

ド
料
な
ど
、
保
険
診
療
の
対
象

と
な
ら
な
い
も
の
は
除
く

■
70
歳
未
満
の
人
と
70
〜

74
歳
の
人
が
同
じ
世
帯

に
い
る
場
合

ま
ず
、
70
～
74
歳
の
人
の
外
来

（
個
人
単
位
）
の
限
度
額
を
適
用
後

に
、
入
院
を
含
む
世
帯
単
位
の
限

度
額
を
適
用
し
、
こ
れ
に
70
歳
未

満
の
合
算
対
象
額
を
合
算
し
、
最

後
に
70
歳
未
満（
世
帯
単
位
）の
限

度
額
を
適
用
し
て
計
算
し
ま
す
。

■
申
請
の
方
法

高
額
療
養
費
に
該
当
す
る
場
合

に
は
、
診
療
月
の
約
3
か
月
後
に

国
保
年
金
課
か
ら
高
額
療
養
費
申

請
通
知
書
（
は
が
き
）
が
郵
送
さ

れ
ま
す
。

こ
の
通
知
書
・
保
険
証
・
印
鑑
・

病
院
支
払
い
分
の
領
収
書
（
該
当

診
療
月
分
）・
金
融
機
関
の
口
座
番

号
の
分
か
る
書
類
（
口
座
振
込
で

支
払
い
と
な
る
た
め
）
を
持
参
し

て
所
定
の
期
間
内
に
国
保
年
金
課

ま
た
は
う
ず
ら
出
張
所
窓
口
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

国保
お問い合わせは…
国保年金課国保係
☎ 888 ー 1111（131 ～
133）

高
額
療
養
費
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みんなでささえ愛…こくほ

ら
せ
が
届
き
ま
し
た
ら
、
国
保
年

金
課
窓
口
へ
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

※
次
に
該
当
す
る
人
に
は
、
支
給

対
象
と
な
る
旨
の
お
知
ら
せ
が

で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

▼
平
成
22
年
8
月
か
ら
平
成
23
年

7
月
末
ま
で
の
間
に
、
▽
市
町

村
を
越
え
て
転
居
さ
れ
た
人
▽

ほ
か
の
医
療
保
険
か
ら
国
民
健

康
保
険
に
移
ら
れ
た
人

▼
低
所
得
者
Ⅱ
：
同
一
世
帯
の
世

帯
主
お
よ
び
国
保
被
保
険
者
が

住
民
税
非
課
税
の
世
帯
に
属
す

る
人（
低
所
得
者
Ⅰ
以
外
の
人
）

▼
低
所
得
者
Ⅰ
：
同
一
世
帯
の
世

帯
主
お
よ
び
国
保
被
保
険
者
が

住
民
税
非
課
税
で
、
そ
の
世
帯

の
各
所
得
が
必
要
経
費
・
控
除

（
年
金
の
所
得
は
控
除
額
を

80
万
円
と
し
て
計
算
）
を
差
し

引
い
た
と
き
に
0
円
と
な
る
世

帯
に
属
す
る
人

世
帯
内
の
国
民
健
康
保
険
の
被

保
険
者
全
員
が
1
年
間
（
毎
年
8

●
70
歳
未
満
の
人
の
所
得
区
分

▼
上
位
所
得
者
：
同
一
世
帯
に
属

す
る
国
保
被
保
険
者
の
国
保
税

の
算
定
基
礎
と
な
る
基
礎
控
除

後
の
所
得
の
合
算
額
（
擬
制
世

帯
主
を
除
く
）
が
6
0
0
万
円

を
超
え
る
世
帯
に
属
す
る
人

▼
一
般
：
上
位
所
得
者
に
該
当
し

な
い
、
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て

い
る
世
帯
に
属
す
る
人

▼
住
民
税
非
課
税
世
帯
：
住
民
税

が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
世
帯
に

属
す
る
人

●
70
〜
74
歳
の
人
の
所
得
区
分

▼
現
役
並
み
所
得
者
：
同
一
世
帯

月
～
翌
年
7
月
末
）
に
お
支
払
い

さ
れ
た
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の

自
己
負
担
額
（
注
1
）
を
合
計
し
、

年
間
の
自
己
負
担
限
度
額
（
左
記

参
照
）
を
超
え
た
場
合
に
、
そ
の

超
え
た
金
額
を
『
高
額
介
護
合
算

療
養
費
』
お
よ
び
『
高
額
医
療
合

算
（
介
護
予
防
）
サ
ー
ビ
ス
費
』

と
し
て
支
給
し
ま
す
。

注
1
：
自
己
負
担
額
は
、
医
療
保

険
で
は
高
額
療
養
費
な
ど
、
介

護
保
険
で
は
高
額
介
護
（
介
護

予
防
）
サ
ー
ビ
ス
費
な
ど
を
控

除
後
の
額

■
申
請
手
続
き
の
注
意
点

該
当
す
る
人
に
は
12
月
ご
ろ

に
通
知
を
お
送
り
し
ま
す
。
お
知

に
住
民
税
課
税
所
得
が

1
4
5
万
円
以
上
の
70
歳
以

上
の
国
保
被
保
険
者
が
い
る

人
。
た
だ
し
、
世
帯
の
70
歳

以
上
の
国
保
被
保
険
者
の
収

入
合
計
が
2
人
以
上
で

5
2
0
万
円
（
1
人
の
場
合

3
8
3
万
円
）未
満
の
場
合
は
、

申
請
に
よ
り
『
一
般
』
の
区
分

に
な
り
ま
す　

※
こ
の
ほ
か
国

民
健
康
保
険
か
ら
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
（
長
寿
医
療
制

度
）
に
移
行
し
た
人
が
い
る
場

合
に
は
、
そ
の
人
も
含
め
て

区
分
の
判
定
を
し
ま
す

▼
一
般
：
現
役
並
み
所
得
者
に
該

当
し
な
い
、
住
民
税
が
課
税
さ

れ
て
い
る
世
帯
に
属
す
る
人

▼高額療養費の自己負担限度額（月額）
70歳未満（世帯単位）

所得区分 3回目まで 4回目以降※ 1

上位所
得者

150,000 円＋
医療費が 500,000
円を超えた場合は超
えた分の 1％を加算

83,400 円

一般

80,100 円＋
医療費が 267,000
円を超えた場合は超
えた分の 1％を加算

44,400 円

住民税非
課税世帯 35,400 円 24,600 円

70 ～ 74 歳
所得区分 外来（個人単位）外来＋入院（世帯単位）

現役並み
所得者 44,400円

80,100 円＋
医療費が 267,000 円
を超えた場合は超えた
分の1％を加算（4回
目以降：44,400円※1）

一般 12,000円※2 44,400 円※2
低所得者
Ⅱ

　8,000円
24,600 円

低所得者
Ⅰ 15,000 円

※75歳到達月は国保と後期高齢者医療制度の限
度額がそれぞれ2分の1ずつとなります

高
額
療
養
費
の
所
得
区

分
と
自
己
負
担
限
度
額

高
額
医
療
・
高
額
介
護

合
算
制
度

国
保
加
入
者
の
人
間

ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
の
申

し
込
み
期
間
は
、
平
成

24
年
2
月
29
日（
水
）ま
で

▼高額医療・高額介護合算制度の自己
負担限度額（年額／8月～翌年7月）

70歳未満
上位所得者 126 万円
一般 67 万円
住民税非課税世帯 34 万円

70 ～ 74 歳
現役並み所得者 67 万円
一般 56 万円※2
低所得者Ⅱ 31 万円
低所得者Ⅰ 19 万円
※所得区分は高額療養費と同様

※ 1：過去 12 か月以内に 4回以上高額療養費
の支給を受ける場合に、4回目から適用され
る自己負担限度額
※ 2：70 ～ 74 歳の人の窓口負担 1 割が平成
24 年 3 月 31 日まで延長されることにより、
高額療養費および高額医療・高額介護合算制度
における 70～ 74歳の一般の自己負担限度額
も、平成24年 3月 31日まで据え置かれます。
詳細は広報あみ 3月号通常版 9ページをご参
照ください
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生垣設置の助成制度生垣設置の助成制度
うるおいある街並みに！

■
生
垣
の
長
さ
な
ど

▼
道
路
に
面
し
て
設
置
さ
れ
る
も
の
で
、

総
延
長
5
m
以
上
で
あ
る
も
の

※
角
地
の
2
辺
に
設
置
さ
れ
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
長
辺
の
生
垣
の
延
長
が
8
m
以
上

か
つ
短
辺
の
延
長
が
5
m
以
上
必
要

みんなでつくる まちのけいかん

■
生
垣
設
置
の
助
成

町
で
は
、
町
景
観
条
例
第
9
条
に
基
づ

き
、
潤
い
あ
る
街
並
み
と
安
全
な
生
活
環

境
を
確
保
す
る
た
め
、
町
が
費
用
の
一
部

を
負
担
し
て
生
垣
の
設
置
を
奨
励
し
て
い

ま
す
。

生
垣
は
、
街
並
み
に
潤
い
を
与
え
る
と

と
も
に
、
風
通
し
を
良
く
し
、
居
住
性
を

高
め
ま
す
。
ま
た
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
を
生
垣

に
す
る
こ
と
で
倒
壊
を
防
ぎ
、
地
震
被
害

を
予
防
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

■
補
助
の
対
象
区
域

▼
町
全
域

■
補
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
人

▼
土
地
の
所
有
者
ま
た
は
生
垣
の
設
置
に

権
限
を
有
す
る
人

■
補
助
対
象
と
な
る
生
垣

▼
新
た
に
生
垣
を
設
置
す
る
場
合

▼
既
存
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
を
撤
去
し
て
生

垣
に
す
る
場
合

■
補
助
を
受
け
ら
れ
な
い
生
垣

▼
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
の
所
有
ま
た

は
管
理
に
属
す
る
土
地
に
設
置
さ
れ
る

も
の

▼
建
築
基
準
法
第
42
条
第
2
項
の
規
定
に

よ
り
道
路
と
み
な
さ
れ
る
敷
地
に
設
置

さ
れ
る
も
の

▼
条
例
に
よ
る
補
助
金
の
交
付
を
受
け

て
生
垣
を
設
置
し
た
敷
地
ま
た
は
緑

化
し
た
敷
地
に
、
再
び
設
置
さ
れ
る

も
の

▼
不
動
産
の
販
売
を
目
的
と
し
て
設
置
さ

れ
る
も
の

▼
ほ
か
の
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
、
補
助

ま
た
は
補
償
を
受
け
た
も
の

■補助額の基準

補助対象となる生垣設置に
要する経費（※）の限度額

新たに生垣を設置する場合
1m当たり
10,000 円

ブロック塀等の撤去を伴う場合
1m当たり
15,000 円

補助率
生垣設置に要する経費の 2分の 1
（ブロック塀等の撤去を伴う場合はその経費も
含む）

補助限度額
175,000 円
（角地の 2辺に設置する場合は 350,000 円）

※生垣設置に要する経費とは、植手間、樹木、垣、支柱等をいいます

道路に面していないので対象外

家屋等 家屋等

生　垣

生　

垣

生　

垣

生　垣

道路幅員：原則として4m以上

5m以上 8m以上

隣
地
境
界
線

5
m
以
上

角地の場合

都市計画課計画係☎888−1111（244）

生
垣
設
置
の
助
成

補
助
の
条
件
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■
生
垣
の
高
さ
な
ど

▼
樹
木
の
高
さ
が
お
お
む
ね
1
m
以
上
の

も
の
（
成
長
し
た
と
き
の
高
さ
で
は
な

く
、
植
え
た
と
き
の
高
さ
）

▼
延
長
1
m
に
つ
き
、
2
本
以
上
植
栽
さ

れ
る
も
の

うるおいあるまちなみに

▽
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
等
を
使
用
し

て
基
礎
（
植
樹
ま
す
等
）
の
上
に
設
置

さ
れ
る
場
合
は
、
基
礎
の
高
さ
が
敷
地

面
か
ら
60　
cm
以
下
の
も
の

※
設
置
か
ら
5
年
間
は
保
全
に

努
め
、
生
垣
と
し
て
活
用
し

て
い
た
だ
き
ま
す

●当制度の詳しい手引きを窓口にご用
意しております

●町ホームページにも掲載しております
▼ http://www.town.ami.ibaraki.
jp/kakuka/toshiseibi-bu/toshi	
keikakuka/toshikeikakuka.htm

●まずはお気軽にご相談ください

■
申
請
方
法

生
垣
を
設
置
す
る
前
に
、
都
市
計
画
課

に
事
前
相
談
の
上
、
生
垣
設
置
奨
励
補
助

金
の
交
付
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
（
ブ
ロ

ッ
ク
塀
等
の
撤
去
を
伴
う
場
合
は
、
ブ
ロ

ッ
ク
塀
等
を
取
り
壊
す
前
に
申
請
が
必
要

と
な
り
ま
す
）。

設
置
後
の
申
請
は
補
助
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。

■
申
請
の
流
れ

※採択前と完了報告後には、担当者が生垣設置場所まで現地
調査にうかがいます

事
前
相
談

申
請
書
の
提
出

※
採
択

工
事
着
手

完
了
報
告

※

交
付
額
の
確
定

請
求
書
の
提
出

補
助
金
交
付

▽
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
内
側
に
樹
木
を
設
置
す

る
場
合
は
、
当
該
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
高
さ

が
敷
地
面
か
ら
60　
cm
以
下
で
あ
る
も
の

おおむね
1m以上

延長1mにつき
2本以上植栽

延長1m以上につき
2本以上植栽

道路

敷地 土留め・土台等

おおむね
1.6m前後

敷地道路

60cm以下

道路 敷地

▼生垣設置の例

申
請
手
続
き

➡
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▼ 2位
有料サイト　　　36件

・有料サイトの年齢確認をクリ
ックしただけで、いきなり高
額な料金を請求された

▼ 1位
多重債務　　　　47件

・消費者金融数社から借金、収
入が減り返済ができない

・10年以上借金の返済を続けて
いるが、過払い金があるので
はないか

▼ 3位
不動産関連　　　27件

・投資マンションの勧誘電話が
断っているのに何度もかかっ
てきて迷惑している

消費者コーナー消費者コーナー
『町消費生活センターだより』
23年度・第1回

しょうひせいかつセンター

問い合わせ：▼町消費生活センター☎ 888ー1871（ファクシミリ兼用／
月 ～ 金 曜 日 の 午 前 9 時 ～ 午 後 4 時 ）▼ 商 工 観 光 課 ☎ 888ー1111（171）

平成 22年度の消費生活相談状況
平成22年度の相談受付件数は 331件　※平成 21年度は 299件

●どんな相談が多かったの

○環境やエコに関連したオール電化工事や太陽光発電の契約の相談が多かった
○「お宅の屋根瓦がずれている」等、消費者を不安にさせて契約する手口の相談が増えた
○多重債務の相談が減少傾向になってきた

●平成 22年度の特徴

突然訪問してきた貴金属の買取りサービス
●相談事例
突然 2人連れの業者が訪ねてきて、「使わなくなった貴金属は
ないか」と言われた。金のネックレスと指輪があったので見せた
ら、業者から 5万円で全部買取ると言われ、応じた。5万円を受
取り、領収書に住所と氏名を書いて渡し、本人確認のためと言わ
れ、運転免許証を見せて免許証番号を教えてしまった。後で悪用
されないかと不安になった。

●アドバイス
古物商またはその従業者は、買取りを行う際には必ず『古物商許可証』または『古物行商従事者証』を携帯し
なければならないとされています。また 1万円以上の買取りを行う際、売り主の住所・氏名等を確認すること
が古物営業法で義務づけられているので、運転免許証で確認したと思われます。しかし、悪用される危険性が
ないとは言い難いので注意してください。
買取りに訪れた業者には、住所・氏名を確認し、古物商許可証等の提示を求めましょう。連絡方法が不明な
ど、きちんと対応しない業者とは契約しないことです。
買取りの契約は、無条件で契約解除となるクーリングオフの適用がないので、いったん業者に引き渡した品
物を取り返すことは困難です。契約は慎重に行いましょう。

5 月は消費者月間。今年度のテーマは『地域で広げよう　消費者の安全・安心』（消費者庁）
消費者が、安全・安心な暮らしの主役になる社会の実現に向けて、行政・事業者が一体となって地域での積極的情
報発信や消費者自身が自立をするための支援をします。



5 月 11 日（水）から 20日（金）までの 10日間、「ぼくしない　どうろのとびだし　ふざけっこ」をスロ
－ガンに春の全国交通安全運動期間です。
●運動の重点
（1）自転車の安全利用の推進
（2）全ての座席のシ−トベルトとチャイルドシ−トの正しい着用の徹底
（3）飲酒運転の根絶
県民一人ひとりが交通ル－ルの遵守と正しい交通マナ－の実践を習慣づけることにより、交通事故防止を
図りましょう。

23　人と自然がつくる楽しいまちーあみ

こうつうあんぜん

町民活動推進課☎888ー1111（271・272）

違法・迷惑駐車を
追放しましょう！

『春の全国交通安全運動』

違法・迷惑駐車は、円滑な交通を妨げ、渋滞の原因になります。
また、火災や傷病人が発生した場合の救急車や消防車などの緊急車両の通行の妨げにもなります。
駐車禁止場所への駐車はもちろん、禁止場所でなくても、道路を車庫代わりに使用するなど、道路への長時
間駐車は違法な行為ですから、絶対にやめましょう。
そして、地域ぐるみで違法・迷惑駐車をなくしましょう。

時間・行程に余裕を持った計画を立てましょう。
長距離運転では途中で休憩、心と身体をリフレッシュ。
行き先・走行ルートをきちんと計画し、初めての街や不慣れな道では
慎重な運転を道に迷っても、焦りは禁物、事故の危険を高めます。

ゆとりを持った計画で

飲酒の機会も増える連休期間。一瞬の心の隙が一生の後悔にならない
よう、お酒を飲んだら絶対に運転はしない。お酒を飲んだ人には運転を
させない。

飲酒運転は絶対禁止

早く到着したい。早く帰りたい。スピードを出すのは格好がいい。
色々な理由はありますが、決められた速度は守り、道路状況に応じた
安全な速度で走行しましょう。
「みんなも出している」からではなく、あなたが他のドライバーの見本
となりましょう。

速度は控えめに

春の行楽期、安全運転で春の行楽期、安全運転で
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環境政策課・廃棄物対策課☎ 888ー1111（127・142）

きれいなまちづくり

530（ごみゼロ）社会に向けて

かんきょうをたいせつに

霞ケ浦清掃大作戦を実施しました
3 月 6日(日）、毎年恒例の霞ケ浦清掃大作戦を、霞ケ浦湖畔の
３か所（霞ヶ浦高等学校下堤防・大室舟溜り・島津舟溜り）を拠点
とし、全行政区の代表者、漁業協同組合、町長・教育長をはじめ
とする町職員等、計 194 人のボランティアの皆さんにより実施
しました。
年々、霞ケ浦湖畔における不法投棄は減少傾向にあるもの
の、今年も大量のごみがボランティアの皆さんにより集めら
れました。
ボランティアの皆さんのおかげで、きれいな霞ヶ浦を保つこ
とができています。ご参加いただきありがとうございました。

町内クリーン作戦を下記の通り実施しま
す。当日は区長さんなどの指示に従い、町内
の環境美化のため、皆さんの積極的な参加を
お願いします。
▼期日　5 月 29日（日）
※雨天予備日　6月 5日（日）
▼内容
①空き缶・空きびんなどのポイ捨てごみの
回収
②ごみ集積所の清掃
※家庭からの一般ごみおよび粗大ごみにつ
いては回収しません
※開始時間は各行政区によって異なります

町内クリーン作戦

ペットボトルのキャップを集めてエコキャップ送付先へ送ると、NPO法人エコキャ
ップ推進協会を通して世界の子どもたちのワクチン代となります。
役場でも昨年 9月から環境政策課の脇に「ペットボトルのキャップ回収BOX」を設置
して、エコキャップ活動を実施しています。
これまでに回収した量は 17,600 個になり、ポリオワクチン代に換算すると 22人分
のワクチン代となりました。
また、これだけの量をごみとして焼却しなかったことにより、約 139kg の CO2 の発

生を抑制することができ、地球温暖化対策にも繋がりました。
小さなキャップを通して、未来の地球環境のことを考えたり、子どもの命のことを考
えたり、そして限られた資源を有効に活用することなどを考えたりすることができます。

エコキャップ活動

「ごみゼロの日」は、ごみの散乱防止と資源の有効活用な
らびに環境保全に対する住民の意識高揚を図ることを目的
に定められています。
また、5月 30 日（月）の「ごみゼロの日」から 6月 5日（日）

までの 1週間を、次のキャンペーン期間としています。
▼ごみ減量・リサイクル推進週間
捨てればごみ、分別すれば資源となります。ごみの減量化
やリサイクル（再生利用）を一層進めましょう。
▼全国ごみ不法投棄監視ウィーク
不法投棄防止の啓発活動およびパトロール強化を行いま
す。町でも監視体制を整えパトロールを強化しますので、
町民の皆さんも不法投棄を発見した場合は、廃棄物対策
課までご連絡ください。

5 月 30日は「ごみゼロの日」



まちのじんじ・おしらせ

4
月
1
日
付
で
、
平
成
23
年
度

町
職
員
の
人
事
異
動
が
発
令
さ
れ

ま
し
た
。
課
長
級
以
上
の
異
動
、

新
規
採
用
職
員
に
つ
い
て
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

課
長
級
以
上
、（　

）
内
は
前
職

【
総
務
部
】
▼
企
画
財
政
課
長
湯

原
幸
徳
（
収
納
課
長
）
▼
管
財

課
長
朝
日
良
一
（
健
康
づ
く
り

課
長
）▼
税
務
課
長
吉
田
衛（
国

保
年
金
課
長
）
▼
収
納
課
長
武

井
浩
（
収
納
課
課
長
補
佐
）

【
民
生
部
】
▼
中
郷
保
育
所
長
兼

地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
所

長
青
山
陽
代
（
地
域
子
育
て
支

援
セ
ン
タ
ー
係
長
）
▼
南
平
台

保
育
所
長
兼
学
校
区
保
育
所

長
村
野
弘
子
（
学
校
区
保
育
所

長
）
▼
国
保
年
金
課
長
野
口
静

男
（
税
務
課
長
）
▼
健
康
づ
く

り
課
長
篠
山
勝
弘
（
中
央
公
民

館
長
）
▼
民
生
部
付
課
長
（
社

会
福
祉
協
議
会
派
遣
）
遠
藤
康

裕
（
総
務
課
課
長
補
佐
兼
職
員

係
長
）

【
生
活
産
業
部
】
▼
生
活
産
業
部

長
篠
﨑
慎
一（
企
画
財
政
課
長
）

昇
格
・
人
事
異
動

▼
農
業
振
興
課
長
村
松
利
一

（
区
画
整
理
課
課
長
補
佐
）
▼

環
境
政
策
課
長
大
野
利
明
（
環

境
課
長
）
▼
廃
棄
物
対
策
課
長

櫛
田
友
治
（
霞
ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー
所
長
）

【
農
業
委
員
会
】
▼
事
務
局
長
大

塚
芳
夫
（
農
業
振
興
課
長
）

【
都
市
整
備
部
】
▼
道
路
公
園
整

備
課
長
湯
原
一
博
（
区
画
整
理

課
長
）
▼
都
市
施
設
管
理
課
長

柳
生
典
昭
（
学
校
給
食
セ
ン

タ
ー
所
長
）

【
教
育
委
員
会
】
▼
学
校
給
食
セ

ン
タ
ー
所
長
石
神
和
喜
（
下
水

道
課
課
長
補
佐
兼
業
務
係
長
）

▼
中
央
公
民
館
長
浅
野
耕
一

（
建
設
課
長
）

【
消
防
本
部
】
▼
消
防
長
川
村
忠

男
（
生
活
産
業
部
長
）

▼
企
画
財
政
課
川
原
智
彦
▼
秘

書
課
赤
木
裕
香
▼
税
務
課
中
根

朋
子
▼
収
納
課
野
口
智
浩
▼
中

郷
保
育
所
高
野
早
梨
▼
南
平
台

保
育
所
櫻
井
友
香
里
▼
国
保
年

金
課
谷
香
織
▼
健
康
づ
く
り
課

尾
見
泰
延
▼
商
工
観
光
課
植
松

洋
介
▼
予
科
練
平
和
記
念
館
青

木
郁
雄
▼
消
防
本
部
有
沢
嗣
文

新
規
採
用

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

Informa
tion

Informa
tion

65
歳
以
上
の
人
へ

■
住
基
カ
ー
ド
を
無
料
で
交

付
し
ま
す
！

住
基
カ
ー
ド
の
無
料
期
間
が
終

わ
り
、
4
月
1
日
か
ら
手
数
料

5
0
0
円
が
か
か
り
ま
す
が
、
65
歳

以
上
の
人
は
引
き
続
き
無
料
で
交
付

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
本
人
確

認
資
料
を
お
持
ち
で
な
い
人
に
は
特

に
お
す
す
め
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

▼
活
用
方
法	

▼
顔
写
真
付
住
基
カ

ー
ド
は
運
転
免
許
証
や
パ
ス
ポ
ー

ト
な
ど
と
同
じ
く
、
本
人
確
認
資

料
と
し
て
利
用
で
き
ま
す
▼
I
C

チ
ッ
プ
に
電
子
証
明
書
を
記
録

し
、
パ
ソ
コ
ン
で
確
定
申
告
や
電

子
申
請
が
で
き
ま
す
（
別
途
手
数

料
5
0
0
円
が
必
要
）

▼
申
込
場
所 
役
場
1
階
町
民
課
▼

時
間
：
平
日
・
日
曜
開
庁
日　

午

前
9
時
～
午
後
4
時
30
分

▼
申
込
方
法 

▼
町
に
住
民
登
録
の

あ
る
日
本
国
民
で
あ
れ
ば
、
誰
で

も
申
請
で
き
ま
す
▼
手
続
き
で
き

る
の
は
本
人
ま
た
は
法
定
代
理
人

に
限
り
ま
す
▼
左
記
の
本
人
確
認

資
料
を
持
っ
て
い
る
場
合
は
、
即

日
交
付
で
き
ま
す
。
免
許
証
・
パ

の
内
容
を
ス
ク
リ
ー
ン
に
投
影
）
も

つ
い
て
い
ま
す
の
で
、
聞
き
取
れ
ず

に
話
が
分
か
ら
な
く
て
困
る
と
い
う

こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
聴
覚
障
害
を

持
つ
仲
間
が
集
ま
り
ま
す
の
で
、
和

気
あ
い
あ
い
と
楽
し
く
手
話
を
学
ん

で
い
ま
す
。

▼
日
時	

6
月
11
日
～
平
成
24
年
2

月
18
日
（
15
回
）
毎
月
第
2
・
4
土

曜
日
午
前
10
時
～
正
午　

※
第

1
・
3
土
曜
日
の
時
も
あ
り

▼
場
所	

▼
水
戸
会
場
：
水
戸
市
福

祉
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会
館
（
水
戸
市

赤
塚
）
▼
土
浦
会
場
：
土
浦
市
総

合
福
祉
会
館
（
土
浦
市
大
和
町
）

▼
対
象	

県
内
に
居
住
の
お
お
む
ね

18
歳
以
上
の
中
途
失
調
・
難
聴
者

の
人
お
よ
び
そ
の
家
族

▼
内
容	

▼
手
話
の
知
識
と
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
入
門
か
ら
の
簡

単
な
会
話
▼
読
話
講
習
▼
聴
覚
障

害
に
つ
い
て

ー
な
ど

▼
参
加
料	

テ
キ
ス
ト
代
実
費

▼
募
集
人
数	

各
会
場
15
人

▼
申
込
方
法 

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
ま
た

は
は
が
き
で
、
住
所
・
氏
名
・
フ
ァ

ッ
ク
ス
番
号（
ま
た
は
電
話
番
号
）・

年
齢
を
ご
記
入
の
上
、
6
月
4
日

（
土
）
ま
で
に
左
記
へ
申
し
込
む

▼
問
合
せ	

〒
3
1
0
ー

0
8
4
4

水
戸
市
住
吉
町
3
4
9
ー

1
県
立

聴
覚
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
『
や

す
ら
ぎ
』
中
途
失
調
・
難
聴
者
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
講
習
会
係
☎

0
2
9
ー

2
4
8
ー

0
0
2
9
ＦＡＸ

0
2
9
ー

2
4
7
ー

1
3
6
9

ス
ポ
ー
ト
・
身
体
障
害
者
手
帳
・
養

育
手
帳
ま
た
は
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
と
健
康
保
険
証
等
の
名

前
が
確
認
で
き
る
も
の
の
合
計
2

点
。
顔
写
真
付
を
希
望
さ
れ
る
場

合
は
、
パ
ス
ポ
ー
ト
用
の
写
真
1

枚
（
3.5
×
4.5 

cm
）（
希
望
さ
れ
る
人

に
は
こ
ち
ら
で
写
真
を
撮
り
ま

す
）
▼
右
記
の
本
人
確
認
資
料
を

持
っ
て
い
な
い
場
合
は
、
2
回
来

庁
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま

す
▼
1
回
目　

パ
ス
ポ
ー
ト
用
の

写
真
1
枚
（
3.5
×
4.5 

cm
）・
保
険
証

等
の
本
人
の
名
前
が
確
認
で
き
る

も
の
2
点
▼
2
回
目　

交
付
通
知

兼
照
会
書
（
申
請
後
、
住
所
地
に

郵
送
し
ま
す
）・
保
険
証
等
の
本

人
の
名
前
が
確
認
で
き
る
も
の
2

点
▼
問
合
せ	

町
民
課　

☎
8
8
8
ー

1
1
1
1
（
1
2
2
）

■
中
途
失
調
・
難
聴
者
の
た

め
の
手
話
講
習
会

こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
講

習
会
は
、
聴
覚
障
害
が
あ
る
人
を
対

象
と
し
た
手
話
講
習
会
で
す
。

こ
の
ク
ラ
ス
に
は
要
約
筆
記
（
話

25　ホームページ　http://www.town.ami.ibaraki.jp/　　E メール　ami@town.ami.lg.jp
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おしらせ

〈広告欄〉

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
へ

■
遺
族
年
金
な
ど
の
受
給
者

や
無
収
入
の
人
も
申
告

を
！

高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限
度
額

は
、
世
帯
主
（
納
税
義
務
者
）
を
含
む

国
保
加
入
者
全
員
の
所
得
に
応
じ
て

▼
上
位
所
得
者
▼
一
般
▼
住
民
税
非

課
税
世
帯

ー
な
ど
に
区
分
さ
れ
て

い
ま
す
。
制
度
上
、
確
定
申
告
や
住

民
税
申
告
を
し
て
い
な
い
人
の
い
る

国
保
加
入
世
帯
は
、
上
位
所
得
者
扱

い
と
な
り
、
高
額
療
養
費
の
支
給
額

が
少
な
く
な
っ
た
り
、
支
給
を
受
け

ら
れ
な
か
っ
た
り
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
入
院
時
の
限
度
額
適

用
や
食
事
療
養
費
の
標
準
負
担
額
減

額
認
定
の
適
用
が
受
け
ら
れ
な
い
場

合
が
あ
る
ほ
か
、
70
～
74
歳
の
人
は
、

診
療
な
ど
を
受
け
る
際
の
自
己
負
担

割
合
が
判
定
で
き
な
い
場
合
も
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

そ
の
ほ
か
、
所
得
申
告
を
し
て
い

な
い
と
国
保
税
の
軽
減
制
度
の
適
用

を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
る

た
め
、
遺
族
年
金・障
害
年
金・失
業
保

険
な
ど
の
非
課
税
所
得
の
み
の
人
や

収
入
が
な
か
っ
た
人
、
税
法
上
ご
家
族

▼
申
込
期
間 

5
月
17
日
（
火
）
～

24
日
（
火
）

▼
申
込
方
法	

電
話
ま
た
は
直
接
左

記
に
申
し
込
む

●
食
生
活
改
善
推
進
員
（
ヘ
ル
ス
メ
イ

ト
）
養
成
講
習
会
受
講
者
の
募
集

健
康
で
生
き
生
き
と
過
ご
す
た

め
に
、
食
生
活
改
善
を
中
心
と
し
た

講
習
会
を
受
け
て
み
ま
せ
ん
か
。
自

分
や
家
族
の
健
康
づ
く
り
は
も
ち
ろ

ん
、
地
域
の
た
め
に
ヘ
ル
ス
メ
イ
ト

と
し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
で
き
る

人
を
募
集
し
ま
す
。

▼
期
日 

6
月
29
日
（
水
）・
7
月
27

日
（
水
）・
8
月
30
日
（
火
）・
9
月

27
日
（
火
）・
10
月
31
日
（
月
）・
11

月
30
日
（
水
）・
12
月
21
日
（
水
）・

平
成
24
年
1
月
19
日
（
木
）

▼
時
間 

午
前
9
時
30
分
～
午
後
1

時
▼
場
所	

総
合
保
健
福
祉
会
館
『
さ

わ
や
か
セ
ン
タ
ー
』

▼
対
象 

次
の
す
べ
て
を
満
た
す
人

▼
20
歳
～
お
お
む
ね
65
歳
く
ら
い

▼
町
内
在
住
▼
食
生
活
に
つ
い
て

強
い
関
心
が
あ
る
▼
終
了
後
は
、

食
生
活
改
善
推
進
人
と
し
て
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
が
で
き
る
▼
全
日

程
8
回
の
う
ち
5
回
以
上
出
席
で

き
る　

※
以
前
に
養
成
講
習
会
を

終
了
し
た
こ
と
の
あ
る
人
は
除
く

▼
内
容	

食
生
活
や
運
動
に
関
す
る

講
話
や
調
理
実
習
・
運
動
実
技

▼
募
集
人
数	

20
人（
定
員
で
締
切
）

▼
申
込
期
間 

5
月
27
日
（
金
）
ま

で　

※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く

▼
申
込
方
法	

電
話
ま
た
は
直
接
左

記
に
申
し
込
む

▼
そ
の
他	

申
込
者
に
は
後
日
詳
し

い
日
程
表
を
送
付
し
ま
す

●
申
込
・
問
合
せ	

健
康
づ
く
り
課

（
総
合
保
健
福
祉
会
館
内
）
☎

8
8
8
ー

2
9
4
0

■
弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律

相
談
会
を
開
催
し
ま
す

町
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
で
は
、

消
費
生
活
に
関
す
る
相
談
や
多
重
債

務
な
ど
で
お
困
り
の
人
を
対
象
に
、

無
料
法
律
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

当
日
は
、
弁
護
士
と
消
費
生
活

相
談
員
が
同
席
し
て
相
談
に
応
じ
ま

す
。
相
談
料
は
無
料
で
す
の
で
、
こ

の
機
会
に
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

▼
期
日 

6
月
1
日
（
水
）

▼
時
間 

午
後
1
時
～
4
時
（
1
人

30
分
程
度
・
予
約
制
）

▼
場
所	

役
場
3
階
3
0
2
会
議
室

▼
対
象	

原
則
、
町
内
在
住
・
在
勤

の
人
。
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
場
合
、
受
付
で
き
ま
せ
ん
▼
同

じ
相
談
を
継
続
し
て
希
望
す
る
人

▼
現
在
調
停
ま
た
は
裁
判
中
の
人

▼
募
集
人
数 

4
人（
定
員
で
締
切
）

▼
申
込
方
法	

電
話
ま
た
は
直
接
左

記
へ
申
し
込
む

▼
申
込
・
問
合
せ	

町
消
費
生
活
セ

ン
タ
ー
☎
8
8
8
ー

1
8
7
1　

※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
午
前
9
時

～
正
午
お
よ
び
午
後
1
時
～
4
時

の
扶
養
に
入
っ
て
い
な
い
人
な
ど
も

必
ず
所
得
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
せ	

国
保
年
金
課
国
保
係
☎

8
8
8
ー

1
1
1
1
（
1
3
1
～

1
3
3
）

■
さ
わ
や
か
セ
ン
タ
ー
か
ら

●
離
乳
食
も
ぐ
も
ぐ
教
室

▼
期
日 

5
月
31
日
（
火
）

▼
時
間 

午
前
9
時
30
分
～
正
午

（
受
付
：
9
時
～
9
時
20
分
）

▼
場
所	

総
合
保
健
福
祉
会
館
『
さ

わ
や
か
セ
ン
タ
ー
』

▼
対
象 

8
～
15
か
月
に
な
る
子
と

そ
の
保
護
者　

※
対
象
月
齢
以
外

の
人
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。
以
前
、
標
記
も
ぐ
も
ぐ
教
室

に
参
加
し
た
人
は
不
可

▼
内
容 

9
～
18
か
月
ご
ろ
の
離
乳

食
に
つ
い
て
講
義
・
実
習
・
試
食

▼
募
集
人
数	

20
人（
定
員
で
締
切
）

▼
持
参
品 

母
子
健
康
手
帳
・
筆
記

用
具
・
エ
プ
ロ
ン
・
三
角
き
ん
・
ふ

き
ん
1
枚
・
ス
リ
ッ
パ
・
バ
ス
タ
オ

ル
・
お
気
に
入
り
の
お
も
ち
ゃ
・
飲

み
物
（
親
子
と
も
に
）・
ご
っ
く
ん

教
室
参
加
者
は
配
布
し
た
テ
キ
ス

ト
・
お
ん
ぶ
ひ
も

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

Informa
tion

Informa
tion
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おしらせ

〈広告欄〉

■
お
わ
び
と
訂
正

3
月
30
日
付
で
発
送
し
た
「
麻
し

ん
風
し
ん
混
合
予
防
接
種
の
お
知
ら

せ
」
に
つ
い
て
、
中
学
校
1
年
生
の

年
齢
に
相
当
す
る
人
で
、
町
外
の
学

校
に
在
籍
し
て
い
る
人
、
お
よ
び
高

校
3
年
生
の
年
齢
に
相
当
す
る
人
へ

の
お
知
ら
せ
文
に
お
い
て
、『
推
奨

接
種
期
間
』
の
一
部
に
誤
り
が
あ
り

ま
し
た
（
太
字
が
訂
正
箇
所
）。
お

わ
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

（
誤
）
▼
平
成
23
年
4
月
1
日
～
平

成
24
年
6
月
30
日
ま
で

（
正
）
▼
平
成
23
年
4
月
1
日
～
平

成
23
年
6
月
30
日
ま
で

●
問
合
せ	

健
康
づ
く
り
課
（
総
合

保
健
福
祉
会
館
内
）
☎
8
8
8
ー

2
9
4
0

■
緊
急
雇
用
創
出
事
業
に
関

す
る
臨
時
職
員
の
募
集

町
で
は
、
企
業
の
業
績
悪
化
な

ど
の
影
響
を
受
け
て
離
職
さ
れ
た
失

業
者
等
を
対
象
と
す
る
、
左
記
の
臨

時
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

●
生
活
排
水
処
理
率
向
上
対
策
事
業

臨
時
職
員

▼
勤
務
内
容	

公
共
下
水
道
・
農
業

集
落
排
水
・
浄
化
槽
の
未
接
続
宅

へ
の
戸
別
訪
問
に
よ
る
接
続
促
進

活
動
お
よ
び
収
集
デ
ー
タ
の
整
理

（
ワ
ー
ド
・
エ
ク
セ
ル
等
に
よ
る
）

▼
募
集
人
数 

1
人

▼
応
募
資
格	

普
通
運
転
免
許

▼
勤
務
期
間 

6
月
1
日
（
水
）
～

11
月
30
日
（
水
）　

※
更
新
の
場
合

あ
り

▼
勤
務
日
時 

土
・
日
・
祝
日
を
除
く

週
5
日
間
勤
務
、
午
前
8
時
30
分

～
午
後
5
時
15
分（
7
時
間
45
分
）

▼
時
給	

8
0
0
円
（
交
通
費
別
途

支
給
）

▼
応
募
期
間 

5
月
17
日
（
火
）　

※

受
付
は
月
～
金
曜
日
の
午
前
8
時

30
分
か
ら
午
後
5
時

▼
応
募
方
法	

左
記
へ
事
前
連
絡
の

上
、
▼
履
歴
書
▼
失
業
中
で
あ
る

こ
と
を
証
す
る
書
類
（
離
職
票
・

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
紹
介
状
な
ど
）

ー
を
提
出
す
る
（
郵
送
不
可
）

▼
選
考
方
法	
書
類
審
査
（
一
次
）・

面
接
に
よ
り
選
考

▼
応
募
・
問
合
せ	
下
水
道
課
（
町

水
道
事
務
所
内
）
☎
8
2
9
ー

5
5
0
0

■
人
権
擁
護
委
員
に
よ
る

『
全
国
一
斉
特
設
人
権
相

談
』
実
施

昭
和
24
年
6
月
1
日
に
人
権
擁

護
委
員
法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
法
務
省
と
全
国
人
権

擁
護
委
員
連
合
会
は
、
毎
年
6
月

1
日
を
『
人
権
擁
護
委
員
の
日
』
と

定
め
、
人
権
擁
護
委
員
制
度
の
周

知
と
人
権
尊
重
思
想
の
普
及
高
揚

を
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

人
権
擁
護
委
員
は
、
地
域
住
民
の

人
権
が
侵
害
さ
れ
な
い
よ
う
に
常
に

注
意
を
払
い
、
も
し
人
権
が
侵
害
さ
れ

た
と
き
は
、
そ
の
相
談
を
受
け
、
被
害

救
済
の
た
め
に
速
や
か
に
適
切
な
処

理
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
人
権
の
大
切

さ
に
つ
い
て
、
街
頭
啓
発
や
講
演
会
な

ど
を
通
じ
て
、
理
解
を
深
め
て
も
ら
う

た
め
の
活
動
に
も
努
め
て
い
ま
す
。

全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で

は
、
6
月
1
日
に
『
全
国
一
斉
特
設

人
権
相
談
』
を
実
施
し
、
全
国
的
に

人
権
擁
護
委
員
の
周
知
を
図
り
ま

す
。
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で

も
『
人
権
擁
護
委
員
の
日
』
に
ち
な

み
ま
し
て
、
左
記
の
と
お
り
、
特

設
人
権
相
談
を
実
施
す
る
こ
と
と

し
ま
し
た
。
地
元
の
人
権
擁
護
委
員

が
、
人
権
問
題
等
で
お
困
り
の
人
の

ご
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

▼
期
日	

6
月
2
日
（
木
）

▼
時
間 

午
前
10
時
～
午
後
3
時

▼
場
所	

役
場
3
階
3
0
5
会
議
室

▼
問
合
せ	

総
務
課
☎
8
8
8
ー

1
1
1
1
（
2
1
5
）

阿
見
棋
友
会
か
ら

■
『
さ
わ
や
か
将
棋
大
会
』

参
加
者
募
集

▼
日
時 

5
月
8
日（
日
）▼
受
付
：

午
前
9
時
か
ら
▼
対
局
：
10
時
か

ら
▼
解
散
：
午
後
5
時

▼
場
所 

中
央
公
民
館
2
階
和
室

▼
参
加
料	

▼
一
般
：
1
5
0
0
円

▼
会
員
：
1
0
0
0
円
▼
中
学
生

以
下
：
6
0
0
円
（
食
事
代
含
む
）

▼
問
合
せ	

阿
見
棋
友
会　

野
口
☎

8
8
7
ー

6
5
8
1

■
本
郷
第
一
土
地
区
画
整
理

事
業
の
事
業
計
画
変
更

（
第
7
回
）
の
長
期
縦
覧

土
浦
・
阿
見
都
市
計
画
事
業
本
郷

第
一
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計

画
に
お
い
て
定
め
る
設
計
の
概
要
の

変
更
を
表
示
す
る
図
書
を
長
期
公
衆

の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

▼
縦
覧
期
間	

換
地
処
分
の
公
告
の

翌
日
ま
で

▼
縦
覧
場
所 

役
場
2
階
都
市
計
画

課
▼
問
合
せ	

都
市
計
画
課
☎
8
8
8

ー

1
1
1
1
（
2
3
1
）

■
㈳
阿
見
町
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー
か
ら

●
入
会
説
明
会
開
催　

当
セ
ン
タ
ー

の
趣
旨
に
賛
同
し
、
健
康
で
働
く

意
欲
の
あ
る
町
内
在
住
の
60
歳
以

上
の
人
が
対
象
（
入
会
承
認
制
）

▼
期
日 

5
月
17
日
（
火
）

▼
時
間	

午
前
10
時
か
ら

▼
場
所	

㈳
阿
見
町
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー
（
総
合
保
健
福
祉
会
館

『
さ
わ
や
か
セ
ン
タ
ー
』
別
館
）

●
『
マ
イ
ホ
ー
ム
の
ミ
ニ
営
繕
』
引

き
受
け
ま
す　

マ
イ
ホ
ー
ム
の

床
・
壁
の
補
修
、
軽
易
な
大
工
仕

事
、
ふ
す
ま
・
障
子
・
網
戸
の
張

り
替
え
、
家
の
清
掃
・
雑
役
、
庭

木
の
せ
ん
定
、
草
刈
り
、
草
取

り
な
ど
を
行
い
ま
す
。

●
問
合
せ	

㈳
阿
見
町
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー
☎
8
8
8
ー

2
0
3
6
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交通事故発生状況　3月（前月比）
消防本部調べ	 軽　　傷	　19人（＋ 5)
出場件数　23件（＋ 6）	 中　　傷	　 3人（＋ 1)
	 重　　傷	　 0人（± 0)
	 死　　亡	　 1人（＋ 1)
	 合　　計　23人（＋ 7)

●人口と世帯●
●総人口　47,878 人 （− 52）
●世帯数　18,034 世帯（＋ 58）

（4月 1日現在）

5 月の納税等
軽自動車税（全期）
納期限 5月 31日（火）

6月の納税等
町県民税（1期）
国民健康保険税（2期）
介護保険料（2期）
納期限 6月 30日（木）

※納期限後に納付される場合、納付までの日数により延滞金がかかります

人権相談／行政相談　日時：5月12日（木）6月2日（木）
午前 10時～午後 3時／場所：役場 3階 305 会議室

問い合わせ	 総務課☎ 888ー1111（216）
子育て相談　日時：月～金曜日午前 9時～午後 4時／
場所：中郷保育所内／訪問相談随時受付

問い合わせ	 地域子育て支援センター☎ 891ー2772
教育相談　日時：火～金曜日午前 9時～午後 3時／
場所：図書館となり

問い合わせ	 教育相談センター☎ 888ー1225
心配ごと相談　日時：水曜日午後1時～4時／弁護士
相談：月1回午後1時～3時30分［毎週水曜日の心配
ごと相談にて要予約］／場所：総合保健福祉会館相談室

問い合わせ	 町社会福祉協議会☎ 887ー0084
結婚相談　日時：第 2・第 4土曜日午後 1時～ 4時／
場所：総合保健福祉会館相談室

問い合わせ	 町社会福祉協議会☎ 887ー0084
高齢者総合相談　日時：月～金曜日午前 8時 30 分
～午後 5時 15分／場所：町社会福祉協議会内

問い合わせ	 町地域包括支援センター☎ 887ー8124
消費者相談　日時：月～金曜日午前 9時～正午・午後
1時～ 4時／場所：役場 1階町消費生活センタ－

問い合わせ	 町消費生活センタ－☎ 888ー1871
交通事故相談　日時：月～金曜日午前 9時～正午・午
後 1時～ 4時 45 分／弁護士相談：水曜日午後 1時～
4時［要予約］／場所：県土浦合同庁舎

問い合わせ	 県南地方交通事故相談所☎ 823ー1123

●定例相談●

※	救急車の適正な利用を
お願いします

今回の展示ではこの中から約 50 点の資料を展示す
る予定です。元予科練生が戦後も持ち続けた予科練へ
の想いを感じてみてください。
期間　4月 26日（火）～ 6月 12日（日）
※入場料は予科練平和記念館観覧料に含まれます
※入場時間は予科練平和記念館開館時間と同じです

● 5月 29 日（日）は予科練戦没者慰霊祭のため、観覧
料が無料となります

●ご利用ガイド
休館日	 毎週月曜日（祝日の場合は翌日休館）
開館時間	 午前 9 時～午後 5 時（入館は午後 4 時

30分まで）
観覧料	 大人 500 円（400 円）、小中高生 300 円

（240 円）※（　）内は 20人以上
※町内在住の小中学生や障害者手帳をお持ちの人な
どは、観覧料が無料になります

当館は地震の影響によりしばらく休館しておりまし
た。休館中は、大変ご不便をお掛けして申し訳ござい
ませんでした。
また、第 3回所蔵資料展につきましては、当初予定
から会期をずらして開催いたします。『広報あみ』4月
号でお知らせした情報と相違しておりますのでご容赦
ください。

●「町民無料観覧券」の使用期限延長
広報あみ２月号に掲載の「町民観覧無料券」の使用期
間を 5月 31日(火 )まで延長しました。

●第 3回所蔵資料展
第３回所蔵資料展「予科練生の資料館－銀田コレ
クション展」を開催します。
予科練平和記念館には、新潟の自宅で元予科練生の
銀田捷氏が開いていた「銀田予科練資料室」の資料約
780点（うち図書 430点）が寄贈されています。

5 月 29日（日）は、観覧料が無料となります

※『人口と世帯』に平成 22年 10 月に行われた国勢調
査の速報値の結果が反映されています


	表紙（東日本大震災）（Ｐ01）
	東日本大震災関連記事（Ｐ02～Ｐ03）
	平成23年度の施策と予算（Ｐ04～Ｐ08）
	阿見町組織機構図（Ｐ09）
	『乳がん・子宮がん検診』『骨祖しょう症検診』（Ｐ10～Ｐ12）
	がん検診推進事業（Ｐ13）
	お年寄りの毎日を支えます（Ｐ14～Ｐ16）
	年金／申請はお済みですか？学生納付特例制度（Ｐ17）
	国保／こんなときには申請を… 国保の給付（Ｐ18～Ｐ19） 
	生垣設置の助成制度（Ｐ20～Ｐ21）
	町消費生活センターだより（Ｐ22）
	違法・迷惑駐車を追放しましょう！（Ｐ23）
	530（ごみゼロ）社会に向けて（Ｐ24）
	町職員人事・お知らせ（Ｐ25）
	お知らせ（Ｐ26～Ｐ27）
	定例相談・人口と世帯（Ｐ28）

